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平成30年３月16日 予算特別委員会 議事録 

9時59分 開会 

○出席委員 （８人） 
委 員 長 和田 芳弘 

副委員長 北地 範久 

委  員 児玉 朋也、賀屋 幸治、大井 渉、網谷 芳孝、藤井 馨、山崎 年一 

副 議 長 細川 雅子 

○欠席委員 なし 

 

 

○和田委員長 皆さん、おはようございます。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから予算特別委員会を開会いたします。 

  また、改めてお願いしておきます。質疑、答弁は本来の趣旨に沿ったものとし、簡潔明

瞭に行ってください。挙手がない場合は２回目の質疑、３回目の質疑と進めていきたいと

思いますので、質疑がございましたら、素早く挙手をお願いいたします。 

  それでは、平成30年度一般会計予算の審議を続行いたします。 

  お諮りいたします。 

  第８款土木費と、第11款災害復旧費につきましては、関連がありますので一括質疑とし

たいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○和田委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。 

  第８款土木費と第11款災害復旧費の質疑に入ります。 

  第１回目の質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

  賀屋委員。 

○賀屋委員 おはようございます。 

  それでは、129ページの市営外灯維持管理事業。この件と、また同じくそこの下にＰＣ

Ｂの調査業務委託料というのがありますけども、この２点。 

  それと、130ページの一般道路補修になるかと思うんですけども、歩道部分のバリアフ

リー化について、これ資料要求をさせてもらったんで、それに基づいてまた説明なりお願

いしたいと思います。 

  それと、131ページの概略設計業務といいますか、業務委託が上がってますけども、こ

れ関連になりますけども、（仮称）新町白石線の概略設計業務が今年度はもうありません

けども、その後の経緯について、状況についてお伺いしたいと思います。 

  それと、137ページの小方まちづくり事業、これの小学校跡地の計画についてはどうい

うふうになるかということ。 

  それと、142ページ。住宅改修等補助事業がありまして、これは概要のほうの15ページ

に項目だけ上がってます。事業それぞれ、５つの事業が上がっとると思うんですけど、そ
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の内訳の、848万4,000円の内訳がわかれば教えていただきたいと思います。 

  それでは１点目の市営外灯の件ですけども、かなりの市営外灯がＬＥＤに変わっている

ように思うんです。随分前から取り組みをされているので、もうほとんどＬＥＤに変わっ

たのか、その辺の状況についてお伺いしたいと思います。それとあわせて電気料金が幾ら

ぐらい軽減されてるのか、その辺の成果といいますか、効果についてどのように評価して

るかというのをお聞きしたいと思います。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○敷田土木課課長補佐兼管理係長 土木課管理係長の敷田でございます。 

  ただいま御質問の市営外灯のＬＥＤにの更新状況につきまして、お答えさせていただき

ます。 

  市営外灯のＬＥＤ化につきましては、平成21年度から順次着手をいたしておりまして、

平成29年度現在、700灯の整備になっております。市営外灯全体が2,200灯でございますの

で、おおむね約31％程度がＬＥＤ化が進んでおるところでございます。 

  それから、電気金の推移といいますか、効果ということのお答えでございますけども、

電気料につきましては、電力会社の前払い制度の導入等もございまして、その他電気料金

の値下げ等もございますので、単純にＬＥＤ化による比較というのがちょっとなかなか、

電気料金だけの総額での比較というのはなかなか難しいところがございますが、電気料金

の単価で比較しますと、蛍光灯が312円、それからＬＥＤ灯が165円ということで、差し引

き147円。これが例えば、１年間として掛け12で1,764円ということになりますけれども、

年間当たり平均で大体、50～60灯のペースでＬＥＤ化を進めておりますので、年間でいい

ますと、大体９万円弱から10万円程度の電気料が安くなってるんではないかというふうに

考えております。 

  以上です。 

○和田委員長 賀屋委員。 

○賀屋委員 ありがとうございました。電気料金についても定額契約でございますから、だ

んだん安くなるというのは計算できるかと思いますので、引き続いて、当然更新の部分は

ＬＥＤ化にしていってますけども、できるだけ早期に切りかえていただいたらというふう

に思います。それと、庁内の蛍光灯もできればＬＥＤ化をしていただいたらというふうに

思いますんでよろしくお願いします。 

  それと、ＰＣＢの調査ですけども、10年ぐらい前に一回、整理をされたんじゃないかと

思うんですが、最近またテレビで、３月31日までＰＣＢの処理をという、よくやってます

けども、まだどこにどれぐらい残ってるということなんでしょうか。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○敷田土木課課長補佐兼管理係長 引き続きまして、ＰＣＢにつきましてお答えさせていた

だきます。 

  土木課所管ということで、お答えさせていただきますけども、平成29年度玖波の排水ポ

ンプ場のコンデンサーを１基、予算を認めていただきまして、今年度も処理したところで

ございますが、来年度計上させていただいておりますのは、市営外灯の安定器、主にはナ
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トリウム灯と水銀灯の安定器に高濃度のＰＣＢが含有している可能性があるというところ

でございまして、これがＰＣＢ特別措置法、特措法によりまして、処分期限が33年３月末

ということでございますけれども、製造年月日が昭和47年までに製造された安定器につき

まして、そういう含有されている可能性があるということで、可能性としては否定できな

いというところで、市営外灯につきましては、578灯、先ほど総数は2,200と申し上げまし

たけれども、そのうちの578灯、ナトリウム灯と水銀灯、これらにつきまして安定器の部

分を調査するように考えております。あわせて、漁港費のほうでございましたけども、漁

港照明につきましても41灯を、その疑いがあるといいますか、はっきりそのあたりを調査

して、はっきり確認した上で対処してまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○和田委員長 賀屋委員。 

○賀屋委員 ということになりますと、今から578灯並びに41灯の調査をして、それでその

該当する安定器であれば取りかえるということでいいということですね。それは安定器だ

け取りかえればいいのか、灯部も一緒に取りかえるようになるのか、そのあたりはどうい

う形になりますか。かなりの数になるんで、一遍にやりかえるというのは、先ほどの、平

成33年までにその整理をするということになれば、その計画的にやるということになるん

かもしれませんけど、その辺のお考えを、あれば。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○敷田土木課課長補佐兼管理係長 ＰＣＢにつきましては、安定器のほうに含まれてるとい

うふうに聞いておりますので、最近の新しいタイプは、安定器、照明柱の下のほうについ

ておるようですけども、古いタイプは高所、頭部の付近についてるということですので、

それらを、銘板を確認して安定器に高濃度のＰＣＢが含有している型式に該当するかどう

かの確認をするように考えております。 

  以上です。 

○和田委員長 賀屋委員。 

○賀屋委員 引き続いてよろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、一般道路補修の歩道のバリアフリーの分ですが、資料要求をさせていただ

きまして、資料ありがとうございました。この資料をつくるのに大変であったんじゃない

かというふうに思います。市内の全体の歩道延長が４万メートルですか、そのうち今、バ

リアフリーがまだできてないのが１万6,000メートルはある、できとるのが約２万4,000メ

ートルということで、整備率としたら約60％ぐらいバリアフリー化されてるんだなという

ふうに思います。ちょっと思ってたよりも整備率がいいなというふうに感じてまして、日

ごろのそういった努力があらわれてるというふうに評価させていただきたいと思います。 

  このバリアフリー化については、随分前から大竹の社協のほうで、大竹高校の生徒の皆

さんと一緒に町歩きをして、バリアフリーが必要ではないかといいますか、危険な箇所と

いうのを報告いただいて、そこを重点的に直していってるというふうな過去、経緯があっ

たかと思うんですが、それはやはり今もずっと続いてやっていただいてるのでしょうか。

それともほかの地区、大竹だけじゃなしに、小方や玖波のほうもそういった形で地域の皆
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さんと一緒に町歩きをして、改善箇所を確認していくという方法がされているかどうか。

その辺、その取り組み状況、現状と今後の予定といいますか計画があればお願いしたいと

思うんですが。今年度はこの下の金額でいきますと、今までとちょっと桁が一つ違って

100万ということになってるみたいですけども、そのあたりもうほとんど、終了はしてな

いと思うんで、計画的に今からまだまだ取り組んでいただきたいと思うんですけど、その

あたりのお考えがあればお願いしたいと思います。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○長久土木課課長補佐兼維持係長 土木課維持係長の長久です。 

  今も大竹高校のほうから、一応回っていただいて、そのような要望があるかということ

なんですけども、今はちょっと大竹高校からはそういう要望がなくなっております。現在

は、今おっしゃられたように地元の方とか、一般に、ここ段差があるけえつまずきますよ

というような市民からの通報とか問い合わせを、職員が行って改善するところは改善した

り、教育委員会のほうで通学路の安全点検ということで、各学校を１年ごとに回っており

ますんで、そういうところの御指摘を受けて改善を日々していきよるような状況でありま

す。 

  工事についてなんですけれども、下のほうの米印に書いておりますけれども、これはバ

リアフリーを目的にした工事といいますか、道路改良とか、そのほか水路改良をする中で、

歩道を絡む部分があるところも入れておりますんで、年度によってはちょっとばらつきが

あると思いますけれども、これについてはこういう箇所づけ行為にかかわらず、バリアフ

リー、段差解消とか、その他、幅員を広げるような一部なんですけれども、工事は随時、

一般道路補修の箇所づけなしで対応しております。 

  以上です。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○賀屋委員 ありがとうございます。高齢化社会におきまして、やはり歩道を安全に歩いて

いただくためにも、歩道に上がる段差、あるいは歩道の傾斜、横断的な勾配がついてます

けども、そういったところが昔の基準の歩道では今の基準と合わない部分がたくさんある

と思うんで、私も先ほどそこを、ケーブルが１本あったのにつまずいたぐらいで、年をと

りますと足を上げたつもりでも上がってないということで、特に高齢者の方は押し車を押

していかれる方がかなり多いですよね。そのちょっとした段差、つまり歩道に安全に上が

るつもりでもその歩道のわずか２センチ、３センチの段差がその押し車で上がれないと。

結局、例えば、つまずいてこけてしまうと高齢者ですと骨を骨折してしまうと、で寝たき

りになるというようなケースが多いんではないかなというふうに思いますんで、できるだ

け早くその辺の改良を、バリアフリー化に向けて再度取り組んでいただきたいというふう

に思います。 

  次に、131ページの道路・橋りょう新設，改良事業の中の、設計測量等委託料300万円と

いうふうにあるんですが、これはどこの箇所になるんでしょうか。先ほど言いました新町

白石線の概略検討業務というのが平成28年度であったと思うんですが、そこがその後どう

いう状況なのかというのを、毎回お聞きしてるんですが、その後の状況についてお願いし
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たいと思います。ちょっと時間が来たんで、今の部分の答弁だけで１回目は終わりたいと

思います。 

○和田委員長 はい、土木課長。 

○山本土木課長 ただいまの131ページにあります、設計測量等委託料でございます。 

  これについては、一般的な、突発的な測量が必要であり、次年度事業にすべき事前の測

量調査というとこで計上させていただいております。（仮称）新町白石線なんですが、

28年度に、これまで概略検討しております。それから、12月の補正で用地というとこで計

上させていただいてますが、今、特段路線的に改めて新規の検討というのはできておりま

せん。一度、太田川河川事務所のほうには相談行ったとこなんですが、堤防敷の改良であ

ったり、かなり今ハードルの高い御意見いただいてますんで、今、具体的な検討というの

はそれ以降は進んでいない状況でございます。 

  以上です。 

○和田委員長 他に質疑はございませんか。 

  網谷委員。 

○網谷委員 ２点ほどお願いします。 

  134ページの河川・水路改良保全事業です。一般河川（水路）浚渫工事に200万円ですね。

それと143ページの平屋住宅解体工事1,000万円ですか。 

  まず134ページのほうの一般河川・水路のしゅんせつ工事は200万円ではありますが、こ

れ場所はどこになるんですか。ちょっと教えてください。 

○和田委員長 係長。 

○長久土木課課長補佐兼維持係長 土木課維持係の長久です。 

  今年度も一般河川のしゅんせつ工事200万上げさせていただいて、今年度、新町川、恵

川の河川を主に伐採をやらせていただいております。今年度も引き続き恵川のほうを、あ

と要望が、大谷川とかほかにも上がっておりますんで、これについては要望箇所をもう一

度、また来年度も上がってきますんで、それについてもう一度精査して箇所は決めていき

たいと思います。 

  以上です。 

○和田委員長 網谷委員。 

○網谷委員 今、伐採言われたんで、伐採なら僕あんまり質問せんでもよかったんですが。

しゅんせつと書いとるんで、しゅんせつということは土石流みたいなんを撤去するのかな

と、イメージ的にはそう思ったんですが。私が言いたいのは、しゅんせつも確かに大切な

事業ではあるんですが、しゅんせつするその上にもアシとか雑草とか生えとるんですがそ

の分だと、それがいいというわけではないんですが、川が増水しても、その場合は上を流

れるので大きな事故にならないとは言いませんが、そんなに心配することないといやあち

ょっと言い過ぎなんですが、それよりかは係長が言われたように、伐採といわれたら納得

するんです。というのも、今、私も玖波の発電所のとこで、個人的にいうたら失礼、玖波

ばっかりいうて失礼なんかもわかりませんが、かなりの川の３分の２ぐらいに竹林ですか、

竹がすごい生えとるんです。それで、樹木のほうはある程度してくれたとは言われたんで
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すけど、竹があれだけ生えとりますとかなりの増水の場合、流出物ですか、それによって

すぐせきとめられるんじゃないかというふうな心配がありまして、周辺には住宅もござい

ますので、梅雨どきには降る前から不安ではないかということを訴えられておりますんで、

そういう伐採のほうの解釈でよろしいんですか。なら、ありがとうございます。しっかり

あちらこちらあろうと思いますんで、そちらのほうを優先的にやっていただければと思い

ます。何か、コメントがあればお願いします。 

○和田委員長 係長。 

○長久土木課課長補佐兼維持係長 済みません、言葉足らずで大変申しわけございません。 

  一般河川のしゅんせつなんですけれども、広島県さんのほうで、ひろしま川づくり実施

計画2016内で、河川内の堆積土等の除去計画というのがございまして、大竹市もそれに準

用した形で対策のしゅんせつ検討はさせていただいておるんですけれども、それには堆積

土等も河川内の３分の１とか、あと伐採についても川の流れを阻害するもの４分の１、

100メートルとか、そういう基準がございまして、それに基づいて対策のほうを検討させ

ていただいております。 

  以上です。 

○和田委員長 網谷委員。 

○網谷委員 たびたび言うようですが、あれにごみですか、流木なんかがひっかかりますと

小さなダムみたいなのがすぐできるように我々素人でも思いますんで、とにかくああいう

危険度の高いところを優先的にやっていただきたいと思います。お願いします。 

  それでは次に、143ページです。平屋住宅解体工事、これに1,000万円ほど予算組まれと

る。これは場所はどこになるんですか。それと何件くらいの解体工事になるんですか。教

えてください。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○讃井都市計画課課長補佐兼建築住宅係長 都市計画課建築住宅係の讃井と申します。 

  場所については、我々のほうでちょっと今ここというのを設定はしておりませんけれど

も、内部で候補は幾つも上がっております。苦情であるとか、周辺環境の状況とか、戸数

であるとかを踏まえて、予算上は10件ほどで、大体10件ぐらいであろうという形で組んで

おりまして、２戸１であるとか、単独住宅であるとか、３戸とかによって単価は変わって

くるんですが、今回の予算に合わせて、あとまた交付金ですので、その決定の内容の金額

に合わせて戸数というのは実施のときに決めたいというふうに思っております。一応、予

算上は10件で組んでおります。 

  以上です。 

○和田委員長 網谷委員。 

○網谷委員 場所はまだわかってないということですか。今からどういうことをするんです

か。この住宅の、木造住宅の解体ですかね、まだ住んでられる方がおりますんでなかなか

難しいとこがあろうかと思いますが。それはそれといたしましてもやっぱり土地とすれば

まとまった土地にしませんと、どこの不動産会社にお願いするんでも難しい面がございま

すんで、難しいとは思いますが極力まとまった土地にしていただきますようにお願いしま
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す。終わります。 

○和田委員長 他に質疑はございませんか。 

  大井委員。 

○大井委員 127ページの土地開発公社の繰り入れです。それから137ページ、小方のまちづ

くりです。それからちょっとこれ、昨日質問しようかと思っとったんですが、今のひろし

まの森づくり事業というんで、亀居公園の周辺をということだったもんですから、都市計

画の方がおられなかったんで、きょうちょっとそれも聞かせていただこうと思います。そ

の３点がまずです。 

  土地開発公社、私まだ理事にも何にもなったことないのでよくわかりません。ですので、

ちょっと説明を求めたいし、答弁お願いしたいんですけど、私が調べたとこによりますと、

平成21年の８月26日に総務省自治財政局地域振興室長からの通達なるものが来ておりまし

て、７ページ、土地開発公社の抜本的改革というのがあるんです。その後、いろんなとこ

ろで解散ということがあるだろうと思うんですが。もう一つ総務省のほうが、平成28年の

12月ですから、１年３カ月ぐらい前ですか、公表されております。総務省のホームページ

の中に、平成28年12月26日に、27年度土地開発公社事業実績調査結果概要というのがあり

まして、これらをいろいろ見せていただいたときに、今、取得はほとんどされてないと思

います。だけど、21年の８月26日の通達なのかどうなのかわかりませんけど、そういう抜

本改革についてという総務省からのには、土地の処分について早く進めなさいというのが

あるんですよねこれ。そういうまた計画をつくりなさいというのがあるんですが、その辺

はどのようになっておるかということと、先ほどにまた帰りまして、この平成28年の12月

26日、総務省が公表しております全国の土地開発公社の実態を見ますと、広島県内で大竹

市が一番保有残高が多いんです。保有額が。これいいことなんか悪いことなんか私よくわ

からないんですが。34億4,000万円、これ平成27年度ですけど。広島県内でその次に多い

のが呉市の26億円、その次、廿日市の24億円、東広島市の24億円、庄原市は解散したとい

うようなことがあって、大竹市の規模でいいますと、江田島市なんかは１億2,000万とか

ですね、先ほど言いました庄原はゼロです。それから隣の県の岩国市なんかでも13億円ぐ

らいなんです。大竹市が非常に多い状態になっております。こういう通達が来て、総務省、

国のほうが公表しとる中で、大竹市がこれについて、取得は多分されてないと思いますけ

ど、必要なものは取得しなきゃいけないんですけど、今あるものをどういうふうに処分す

るかという、この通達に基づいた処分計画、で今までの私が言ったこの数字、総務省が公

表しとる。これについてのちょっと見解といいますか、お考えをお聞きしたいと思います。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○豊原監理課長 監理課長の豊原です。よろしくお願いします。 

  まず、データの件で申し上げますと、平成28年度の公社の貸借対照表の決算で申し上げ

ますと、保有の土地につきましては約26億円となってます。先ほどのデータは平成27年と

いうふうになっております。それから、土地の処分と申し上げましても、これは結局は市

が買い戻しということになりますので、市と土地開発公社が一体となって解決をせざるを

得ないというのが実態ではないというふうに思ってます。 
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  以上でございます。 

○和田委員長 大井委員。 

○大井委員 私、見るのに、公社さんが全てどこを持ってるかというのは私わかりませんけ

ど、処分できる土地もあるんだろうと思うんです。昨日でしたか一昨日でしたか、お話し

したと思うんですが、結構今、土地が動いてるんです。堺屋太一さんの話やないですけど、

ひょっとしたら2020年のオリンピック以降は大不況になるかもわからないというようなこ

とを、あるそういう識者の方が言われておるんですが、今結構、大竹の中でも土地を探し

ておられる方が結構おられます。私も何回か聞きました。もちろん売れる土地と売れない

土地があると思います。処分できる土地と処分できない土地が。このチャンスを逃してひ

ょっとして、これ先のことですからわかりませんけども、2020年以降にまたそういう、消

費税のアップとか2019年に、そういうものとか景気の後退とかというのがあったときに、

また土地が下落したり動かなくなったりする可能性があるんで、本当に処分できる土地と

いうものは有効に、この総務省からの通達であるように、やっぱり計画を持って、計画を

立てていただきたいと思うんです。これ繰り入れ、一般会計から繰り出す金額も減らして

いただきたいと。絶対もうこれ売れないんですよというのでしたら別ですけど、どのぐら

い処分可能な土地があるのか。私も前の職場におったときに、駅のウベコンの跡地なんか

のことについて、あそこは日通さんに譲ってもらうということで先行取得されたようです

けど、覚書をしてなかったということで、私も日通の方から、そういう覚書なんかしてな

いからあそこに移りませんよということも聞きましたんですが。ああいう土地というのは

なかなか豊洲と同じように、土壌が結構汚染されておりますんで、なかなか売却できない

土地なんかなとは思うんです。結構いいところにあるんですけど、恐らく土壌汚染対策を

すれば、何か売る金額より高くなるんじゃないかというんでなかなか難しい土地もあると

いうこともわかっております。わかっておるんですが、じゃあ今、売却できそうな土地と

いうのがどのぐらい見込んで、そういう計画はどういうふうに立てておられるかというの

を。できれば売却していただきたい。これ景気後退したら売れなくなりますので、売却で

きるか、処分できるかという、その辺をお願いしたいと思うんですけど。 

○和田委員長 課長。 

○豊原監理課長 公社の所有の土地につきまして、もし市税のあらましをお持ちでしたら

166ページのほうに、土地開発公社事業資産という形で掲載させていただいております。

上の８ぐらいまでに公共下水道雨水排水ポンプ場用地ぐらいまでが、これは事業用地にな

っておりますので、これは当然、今から事業を進めていく必要であろうというふうに考え

てます。その次に、代替地というのがございます。これが19億円ございます。その下の２

つ、亀居団地と南栄３丁目、南栄３丁目はもう既に売れております、ないんですけれども。

ですから、実際の公社の資産のあらましとしてはこういう形になりました。上のほうは当

然、事業用地でございますので、簡単に売るわけにはいかないと。それから代替地もこれ

はいろいろ過去の経緯があって、あちこち、先ほど委員がおっしゃったような場所でいう

とウベコンの跡地であるとか、そういう土地を持っております。ただ、ある程度のまとま

った土地としてはあるんですけれども、実際には過去の経緯であるとか、あるいはなかな



（30.３.16） 

－9－ 

か小さい土地であるとか、先ほどあったひょっとしたら土壌汚染とかいうのがあれば当然

調査をしていかなければなりませんので、そういった形で進めていく必要があるというの

は重々承知してる。ただ、なかなか売却までに至るという、簡単に売れるというところは

むしろ少ないというふうに認識しております。 

  以上でございます。 

○和田委員長 大井委員。 

○大井委員 なかなか難しいと思います。大竹市は不動産屋さんじゃないわけですから、土

地を売ることが目的で、収益を上げることが目的じゃないわけですから。公拡法によって

先行取得をしたんだけどということが中心だろうと思うんです。ただ、５年以上とか10年

以上という、こういうデータも総務省のほうから出ておるんですけど。その先行取得した

のはいいけど５年以上まだ全くの手つかずだとか。あるいは10年以上ここにありますよね。

計画はあって先行取得したんだけど、それが事業決定されてない、事業が進んでないとい

う、こういうものについては本会計のほうですか、とのやりとりといいますか、計画とか

ということをどうしているか。ちゃんと公社のほうでお持ちなんですか。このいろんな事

業がありましたですね。総務省が発表しとるのは、５年間塩漬け状態、あるいは10年間塩

漬け状態の土地を、こういうものを早く動かしなさいよというようなことが書いてあると

思うんです。これについて、執行部のほうですか、一般会計のほうといいますか、こちら

とのすり合わせ状況。 

○和田委員長 これは公社の件なので、答えられれば答えてください。よろしくお願いしま

す。 

  はい、どうぞ。 

○大知建設部監理課副参事兼用地係長事務取扱 今の処分とか、今後のいろいろ計画という

ことでございますけれども、今現在、先ほど課長のほうも申しましたように、なかなか実

際問題処分難しい土地をたくさん抱えております。とは言いながら、長期にわたって、ほ

とんどといいますか、公社が今持っておるのは10年以上持っておるような土地が多いわけ

ですけれども、そういったものをいかに身軽にしていくかというのは非常に重要な課題だ

と思っております。ただ、公社だけではもちろんどうにもなりませんので、そういったこ

とは市のほうと、ちょっと公社の立場で言ってるのかとかちょっとわからなくなったんで

すけど、市のほうの財政部局と詰めながら、今後そういった計画はつくっていかなければ

いけないというふうには考えております。 

  一部、少しずつではあるんですけれども、先ほどの分譲宅地であるとか、あるいは処分

可能な土地は、一気にではないんですけれども、少しずつ売却していく中で、そういう借

入金とかのことも少しずつ減らしていってるというような、今、状況です。 

○和田委員長 他にございませんか。 

  藤井委員。 

○藤井委員 よろしくお願いいたします。 

  131ページ。道路・橋りょう新設，改良事業で２億1,007万6,000円。これは、恵川橋の

歩道橋の工事、3,200万円等が含まれています。概要のほうは3,400万円になってるんです
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が、この違いがちょっとわからないんですが。昨年、4,000万かけて恵川橋の補強をやっ

たと思うんですけれども、２回に分けて同じ場所の工事をするということは、工事するた

めに足場組むと思うんです。一遍でやれば１回で済むものを２回に分けてやることによっ

て、足場の経費というのは相当高いと思うんですが、なぜ２回に分けてやったのか、やる

のか。そこらあたりのお気持ちを聞かせていただきたいのと、足場が１回についてどれぐ

らいの費用がかかったのか。この件について、お尋ねいたします。 

○和田委員長 はい、どうぞ。係長。 

○山田土木課主幹兼工務係長 土木課工務係長の山田です。よろしくお願いします。 

  恵川橋の補修工事、２年かけて直させていただいております。初年度は、橋脚下部口、

足の補修をさせていただき、２年目、ことしは上部口のコンクリートの桁の部分ですが、

そこの補修をさせていただいているところです。１年目補修するには、補修のやり方で足

場のつくり方が全然違います。その辺で足場の組みかえなんかが必要なってくるというこ

とと、河川工事でございますので、10月中旬以降からでないと工事が実際できないと。こ

ういう理由で２年間かけて実施させていただいてるところでございます。 

  その足場の費用、概要はちょっと今手元にございませんので、申しわけございません。

そこはちょっとお答えすることできません。よろしくお願いします。 

○和田委員長 藤井委員。 

○藤井委員 大体内容がわかりました。ありがとうございます。 

  それでは同じく131ページの私道舗装工事費補助金、50万円。これはどこの工事をやっ

たのかお聞きしたいと思います。私道は通常はできないと思うんですが、公費で。教えて

ください。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○敷田土木課課長補佐兼管理係長 土木課管理係長の敷田でございます。 

  131ページの私道舗装工事等補助金につきまして御説明いたします。 

  これにつきましては、要綱によりまして、私道の所有者から申請が出ましたら、それに

対して工事費の２分の１を補助するという内容でございます。一定の私道を舗装する上で

も幅員とか条件がございますけれども、これにつきましては50万円ということで、大体予

算を計上するに当たって、事前に相談をいただいておりますので、それも見込んだ数字を

上げさせていただいているところでございます。 

  以上です。 

○和田委員長 藤井委員。 

○藤井委員 いろいろな条件がないと許可が出ないんだろうと思いますけれども、その許可

の辺が私全く理解してませんが、どうしてもそこは市の予算半分つぎ込んでやらにゃいけ

んという状況のための予算であろうと思うんですけれども、特定に決まってないと、今の

お話じゃ何か決まってるようなお答えだったと思うんですが。場所がわかれば教えていた

だきたい、どういうとこなんか。 

○和田委員長 課長。 

○山本土木課長 この私道なんですが、過去に開発行為であったり、一時指定というとこで
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共有名義の土地が、道路がたくさんございます。事前に大竹市と協議をして、大竹市に引

き継ぐ、構造、幅員、長さ、そういった道路については大竹市が管理するんですが、なか

なか例えば、不動産屋の関係であったりとか、個人が持たざるを得ない道路がたくさんご

ざいます。年月がたてば道路が傷み、陥没すると、ただし大竹市はそういうところについ

ては公費では舗装できないというところに対して、土地の共有者の皆様が、皆様同意すれ

ば、200万円かかれば100万円が市民の皆さん、残りの100万円については大竹市のほうで

補助をして、極力そういう危険な道をなくすということでの予算でございます。なかなか

共有名義なんで、きょう申し込んで、あしたから工事というふうにはなかなかなりません

ので、大体、１年前から半年前に相談がございます。それに基づいてこちらのほうで幅員

延長とかそういうところを算定しまして、要綱上可能であれば認めると。今たちまちどこ

というのをはっきり申し上げるのはなかなかできない状況でございます。 

  以上です。 

○和田委員長 藤井委員。 

○藤井委員 ありがとうございます。 

  同じく131ページの、道路・橋りょう新設、改良事業ですか、ここの中でこれは概要の

17ページに、いろいろここへやりますよというのが記載されていると思うんですけれども、

昨年までは本町元町線の予算が900万円ぐらいついとったと思うんです。本年度はこれが

ないんですが、つけ落ちなのか、今年度はやらないのかお聞きしたいと思います。現状は、

あと100メートルぐらい残して完成するような状況にあるわけです。光明寺あたりのとこ

です。ということなんで、なぜこういうふうになっているのかお聞きしたいと思います。 

○和田委員長 土木課長。 

○山本土木課長 今お話ありました、本町元町１号線という名前です。よく春日通りという

ところの上流部分です。この路線につきましては、平成二十二、三年ごろ、元町の３丁目、

４丁目が、自治会長のほうが何度かこちらのほうにお見えになりまして、舗装が悪い、何

とかならないでしょうかということからお話が始まりました。当初、光明寺から今の石碑

があるところです。大河原の入り口の石碑があるとこ。ここまでは当面舗装対応をして、

路面の悪いとこは解消しました。これからの上流に向かっては舗装も悪い、それから脱輪

もたくさんあるというところで、あわせて側溝改良もするというとこで毎年、おおむね

1,000万の目標で数年間かけてまいりました。部分的に今の、一番大竹駅寄りのほうは、

側溝は十分ではないんですが、まずは路面の補修、それから排水ができるという機能を整

えることができましたので、全体としては平成24年度から平成29年度まで、おおむね

6,000万経費がかかったわけなんですが、一旦、改正はしたというふうな判断をしており

ます。 

  以上です。 

○和田委員長 藤井委員。 

○藤井委員 確かにそういう考え方もできるかと思いますが、非常に無理があると思います。

やはり雨水排水をちゃんと流すという考え方と、道路の拡幅を兼ねてやっていただいとる

わけです。今言われた石碑のとこから光明寺のところまでは、道路の端っこがこうなっと
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るだけですよね。やはり利用する場合にも、そこにある家の敷地に入る場合がありますか

ら、ちゃんときれいにやっていただきたいし、あと80メートルぐらい、100メートルぐら

いしかないと思うんです。あれは非常にみっともないです。ぜひ、これがつけ落ちてない

ということが今はっきりわかりましたんで、今年度は無理でしょうがぜひやっていただき

たいと、これは要望しておきます。 

  それと、先ほど網谷委員だったですか、平屋住宅の取り壊し、平屋住宅解体工事で

1,000万円というのが計上されておりまして、お答えの中で10件ぐらいを予定してるとい

うお話でしたね。そうすると１件当たり約100万円ですよね。平屋住宅の坪数がどれぐら

いあるか、私わからないんですが、せいぜい15坪ぐらいかなと思うんですが、いろいろネ

ットで調べてみますと家屋の取り壊しというのはそんなんに高くはないんです。ずっと広

島あたりから大竹にかけてネットで調べてみたんですけど、坪単価が二、三万ですよ。で

すから、たとえ３万円にしても15坪で45万円ですよね。そういった意味合いからいうと、

この予算は非常に高いなと。私が間違えとったらごめんなさいですが、私はそういうふう

に感じております。知り合いに尋ねても、６万円も７万円もかかるもんじゃないよという

お話も伺ってますが、コメントがございましたらお願いいたします。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○讃井都市計画課課長補佐兼建築住宅係長 都市計画課の讃井です。 

  今、予算上の、大体今の状況ですと１件100万円ということでございますけれども、実

際に平家の坪数ですけれども、おっしゃるようにもともとは小さな平家でございますけれ

ども、各バラックの増築等もいろいろございまして、実際に解体している面積というのは

そこそこ多くなってる面もございます、現状では。あと、先ほど申しましたように、２戸

でひっついてるもの、１戸で単体で建ってるもの等もございますし、建物の解体プラス閉

栓の工事であるとか、そういうところも、あと防草シートを張るとかいうところもやって

おりますので、近年の状況ですと、まとまって１カ所が解体できたりしたら多少単価がも

う少し安くなる場合もありますし、場所によってはもうちょっと高くなる、立地条件によ

っては、というところもございまして、一概に100万円が適当かどうかというのはござい

ますけれども、我々としては県の歩掛かりであるとか見積もりであるとかいろんなものに

よって入札をかけて行っておりますので、大体この程度の金額というのは適当であるとい

うふうに、一応考えております。 

  以上です。 

○和田委員長 藤井委員。 

○藤井委員 公費を使ってやるわけですから、しっかり安いところでやっていただきたいと

いうふうにお願いをしておきます。 

  次にやります。 

○和田委員長 山崎委員。 

○山崎委員 よろしくお願いします。 

  127ページの環境維持委託料、それから同じく127ページの大願寺地区土地造成事業支援

基金積立事業、それから131ページの小方２号線・御園１号線道路改良工事、それから、
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132ページ、立戸地区浸水対策事業、131ページ同じく、ごめんなさいちょっと返るんです

けども、道路・橋りょう新設、改良事業ということについて伺ってみたいと思いますので

よろしくお願いいたします。 

  初めに、127ページ、環境維持事業でありますが、環境維持委託料として136万円、それ

から市道環境維持業務委託料として1,300万円、市道樹木管理委託料として530万円余り、

それから環境維持工事として800万円余りあります。これちょっとそれぞれ説明していた

だきたいんであります。 

  それから大願寺地区土地の支援事業基金積立金と繰出金、この内訳を、書きとれるよう

に横並びの数字でいいんですがお願いできればと思います。 

  以上、その辺からちょっとお願いします。 

○和田委員長 係長。 

○敷田土木課課長補佐兼管理係長 土木課管理係長の敷田でございます。 

  今お尋ねございました環境維持委託料、それから市道環境維持業務委託料、市道樹木管

理業務委託料についてちょっと概略御説明させていただきます。 

  環境維持事業につきましては、土木課所管の公共物、道路上であったり、水路上であっ

たり、そうしたものの動物死体、犬・猫等の処理業務委託料、それから県道におきまして

も同じような動物処理業務委託料といったところで予算を計上させていただいております。 

  同じく、市道環境維持業務委託料につきましては、シルバー人材センターのほうに委託

を今年度までしておりますけども、市道の43カ所それぞれ除草清掃なり年２回以上そうし

たものを行うような経費と、それからヘルスロードの休憩所８カ所、こちらの維持管理。

それから地下道４カ所、こちらも週に１回の巡回清掃といった内容でございます。それか

らスクリーン清掃、水路等のスクリーン、ごみ等を防ぐスクリーンがございますけども、

そちらの22カ所、こちらについても週１回の巡回と天候に応じて適宜清掃業等をお願いし

た要るところでございます。また、卸場川河川区域の除草、小方が丘の卸場川ですかね、

そちらの雑草、雑木等の草刈り等の業務も委託しておる内容でございます。 

  最後に市道樹木管理業務委託料につきましても、今年度までもシルバー人材センターの

ほうにお願いしておりますけども、市道の街路樹や植栽につきまして年１回以上の選定や、

病害虫の駆除、消毒、または水やり、かん水でございますけども、そうした業務を適宜行

っているところでございます。 

  以上です。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○建石企画財政課課長補佐兼財政係長 企画財政課財政係長の建石です。 

  127ページから128ページにかけて、大願寺の支援ついての予算を載せております。繰出

金の内訳ということになります。２億3,649万6,000円の内訳ですが、このうち基金分がそ

の上にあります基金の積立金１億4,069万6,000円が基金分になります。このうちの内訳と

しまして、大竹工業団地分が、１億35,90万8,000円、小方ケ丘分が4,78万8,000円となっ

ております。残りの9,580万円が従来の、従来から続けております繰出金になります。 

  以上です。 
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○和田委員長 山崎委員。 

○山崎委員 ありがとうございます。 

  先ほどの街路樹の件でありますが、シルバー人材センターの皆さんには大変暑い中、除

草やら大変な、日々仕事していただいておるのを私も道路を通るたんびに見るのに、暑い

のに御苦労さんだなと思うわけでありますが、一つお願いがあるのは、街路樹の剪定です

けども、適宜を得てその剪定をしていただきたいというのが沿線住民の皆さんからちょっ

と声を聞きますので、葉っぱが落ちた後剪定してもろても、住民としては余りよろしくな

いと、できれば適宜なときに剪定をしてもらうと住民としても助かるんだということを伺

ってます。ぜひそのことについては、業者さんと相談しながら進めていただけたらと思っ

てますので、よろしくお願いいたします。 

  それから、131ページ、小方２号線・小方御園道路改良工事でありますが、実は２号線

の地下道を廃止するんだということだったと思います。この地下道廃止するのにどういう

ふうになさるのか、今後埋め立てられるのか、それとも現状のままでふたをされるわけな

のか、あそこ水路があったと思うんですが、その辺のことがあるのでどういうふうにされ

るんかということをちょっと教えてみてください。 

○和田委員長 係長。 

○山田土木課主幹兼工務係長 市役所前の地下道の件でございます。地下道の撤去のほうは

国のほうが実施することになっております。今聞いておりますのは、地下道のコンクリー

ト構造物は全部撤去するんではなく、埋めるというふうな格好で国がやるというふうに聞

いておりまして、そこを利用して水道管とかを通すというふうに聞いております。 

  水路、道路改良を国のほうが、２号線を改良する中で排水路なんかもいろいろ整備され

ると思っております。 

  以上です。 

○和田委員長 山崎委員。 

○山崎委員 ありがとうございます。水路なんかもどういうふうになさるのかなと思ったの

と、あそこ埋められるということになればまた大変な作業で、どういうふうに土を入れた

りするのかいろいろ心配しよったんですが、例えば、ふたをして、今ごろ最近ミサイルの

関係で地下へ入れじゃいうて言いよるんだけ、ひょっとしたらああいうものをそういう形

で使えるという方法にはならんのかなと思ってみたりしたんですが、これは余談でござい

ますが。ぜひせっかくの地下道、強固なものだと思いますので、再利用ができるようであ

れば引き続き地元としても交渉してもらいたいと思います。 

  続いて、立戸地区の浸水対策事業、132ページでありますが、議案の説明のときには抜

本的な改造じゃないんだということで、緩和をするんだというような説明だったと思いま

す。あの地区の住民の皆さんからすれば、雨が降るたんびに、集中豪雨があるたんびに、

台風が来るたんびにいろいろ心配を、しかも被害も実際に受けてきたという経過の中で、

できれば工事をしてもらえるんなら抜本的な改善をしてもらうというのが地元住民の皆さ

んの思いだと思うんであります。そういった意味で、今回の工事で緩和するということで、

どの程度の緩和ができるのか。また、もっとそういう被害ができないような形での改造と
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いうのはできないのか、改革というんでしょうか、そういった被害がなくなるようなこと

はできないのかどうか、その辺のところをちょっと説明してみてもらえたらと思いますの

でよろしくお願いします。 

○和田委員長 係長。 

○山田土木課主幹兼工務係長 立戸地区の浸水対策でございます。大雨が降りますと立戸郵

便局から広島方面のほうに向かってちょっと浸水する事案が２年前とか、平成16年とかあ

ったかと思います。抜本的な改革、改修ということになりますと、都市計画道路の玖波青

木線を拡幅して、中でボックスを新たに整備しないと、基本的には抜本的な改修にならな

いと思います。今、それができるかといいますと、あの道路の中には工業用水の管が入っ

ておったり、水道とかの管がありますので、そういう場所が確保できないということにな

りますんで、今回やりますのは、委員のほうの御説明で出てきましたが、緩和対策として

今考えておりますのは、ＪＲ沿いの道路用地ございますんで、そこを利用して排水管路を

設けて、表面が出た水がスムーズに排水できるように考えております。じゃあどれぐらい

緩和できるのかというのは、シミュレーションを確実にしないと、確実ではないんですが、

雨水計画の中で49.7ミリに対してじゃあどこまでの量が大丈夫かという計算でいうと、お

おむね40ミリぐらいの雨であれば何とか緩和できるんじゃないかと考えております。 

  以上でございます。 

○和田委員長 山崎委員。 

○山崎委員 線路沿いに道路用地として確保した、それを使って水路を設けるということな

んですね。せっかくの工事をされて、地元の人から見れば役所仕事やと言われるような批

判を受けんようにしていただきたいと思うのが、やっぱりやったが解決になっとらんじゃ

ないかということで結果として批判を受けられたらせっかくやられてもかえって逆の効果

になるといけんという心配をしてましたもんで、ぜひその辺についてよろしくお願いしま

す。 

  それから先ほどの131ページの道路・橋りょう新設、改良事業でありますが、実はこの

工事の中には入ってないんですけれども、例のお城山のなみだ橋の件でございます。この

なみだ橋につきましては、十三、四、五年前でしょうか、前市長さんだったときに、あれ

を建てかえるということで、つくりかえるということで、かなり綿密に議論をされたよう

でして、実際にあの辺の、下から線路を運び上げるのにどうしたらええとか、要は小屋を、

これを崩したらええとかいうところまで議論をしたというようなことを地元の人もおっし

ゃいまして、ぜひあれはどうなっとるんかいねとおっしゃっていただいてます。今のとこ

ろ私、議会に出てからその話なかなか出ませんので、今後どういうふうに考えてらっしゃ

るかということと、できたら岩国大竹道路ですか、それとの関係であのなみだ橋を廃止す

るんなら、廃止しなさいという意味じゃないんです、廃止するとすれば、例の迂回路とし

て豊田さんのところから上がっていく道路を、自動車が上がるようにして利便性を図ると

いうような方法を考えられたらあの橋を廃止しても地元の人も納得していただけるんかな

と思ったりするもんですから、その辺のところを、これは私の個人的な意見でありますの

で、含みながら今後どういうふうにしていくかということについて、思い等がありました
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らお伺いしておきたいんでありますが、よろしくお願いします。 

○和田委員長 土木課長。 

○山本土木課長 ただいまございました、なみだ橋でございます。確かに十三、四年前から

その存続、かけかえ、いろんなお話ございました。結果的には今、ＪＲがもう電線化した

というとこで、撤去にしても残すにしても難しいとこでございます。今お話ございました、

今後の計画なんですが、今、山崎委員からございました、岩国大竹道路との合併施工でい

ろんな案が考えられるかというとこでございます。これについては、これまで市の内部で

も過去数年間にわたって、今お話もしとるし、私たちのほう、今後、もう古い橋でありま

すんでどう対応しようかと話しております。今ありました元豊田市長のといってお名前出

したら申しわけないんですが、入り口のほうから、例えば、自動車で途中まで上がってい

って、代替としてなみだ橋を撤去するというのも一つの案としては、個人的にはいろいろ

なそういう可能性はあるかと思います。橋ももうかけかえにしても非常に古いですから、

それから今、車社会であったりございますので、そういった考え方は非常に有効かと思い

ますので、そういった面も含めながら今後市の対応、なみだ橋のあり方については検討は

継続していきたいと考えております。 

  以上です。 

○和田委員長 山崎委員。 

○山崎委員 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いして終わります。ありがとうござ

いました。 

○和田委員長 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○和田委員長 それでは、１回目の質疑を終結いたします。 

  ２回目の質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

  賀屋委員。 

○賀屋委員 先ほどの131ページの新町白石の概略設計の業務委託のその後の状況でござい

ますけども、どのように今進んでいるのかということと、今後どういうふうに進めていく

のかということについて、まずお尋ねしたいと思います。 

○和田委員長 土木課長。 

○山本土木課長 １回目の質問のときに、現況なかなかできてないというお話しさせていた

だきました。これについては、平成26年、少し前になりますが、新町ポンプ場での今後の

あり方というとこで、当路線も整備する必要があるという話は、一度協議会にほうで話を

出させていただきまして、土木課としても緩やかに、急激にはできませんので、緩やかに

は道路を整備していくという方向性のほうは確認させていただいたところでございます。 

  市道全体なんですが、土木課で今抱える市道全体について、課題がたくさんございます。

そして今この新町地区に関しての道路なんですが、改良、整備というところは非常に重要

なとこなんですが、今、ここについて早急に今すぐできるというような状況じゃございま

せん。バリアフリーのお話もございましたが、まずは今現況のストックの道路、いかに有
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効に直しながら、改修をしながらといったところで広い意味での道路改良事業というとこ

でございますので、そういう取り組みなので、今ちょっと賀屋委員の期待されるようなと

こまではいってないとこは御理解ください。 

  済みませんが以上でございます。 

○和田委員長 賀屋委員。 

○賀屋委員 ありがとうございます。計画では新町ポンプ場に向けての道路を整備するとい

うことで、当然、道路用地の買収が控えてあって、多くの市か県かわかりませんけども、

住宅を買収して進めていくということで、地権者の協力がないと当然、測量もできないし、

用地買収もできないということでございますから、大変時間はかかるというふうには常々

理解はしております。しかしながら、このルートがある程度整備できないと、用地買収で

きないと、いわゆる新町ポンプ場のバイパス管が整備できないんで、なおかつ新町ポンプ

場も着工できないという一つの全体の雨水計画との関連事業でございますんで、前回も市

長さんのほうから30年かけてもやるんだということでございましたけども、今一歩も逆に

言えば進んでないような状況で、30年でじゃあできるんかなと。30年かけてするんですい

うて地元の方に説明をできるんかなというふうに思うんですが、そのあたりも道路ありき

で進めるのか、また道路はなくても暫定的にできるのかということについては、またこれ

は下水の予算のときに、これは改めてお伺いしたいと思います。 

  続いて、小方のまちづくりの件でございますけども、一般質問で小方新駅に絡みまして

まちづくり予算が200万円計上されているということで質問させてもらいましたけども、

小方中学校のほうは今年度で、いわゆる立地検討業務が終了して、どういうものが適当な

のかということについてはあらかた示されるんだろうというふうに思いますけども、引き

続いて小方小学校跡地のどういう開発をしていくんかと、どういうものを誘致するのか、

そういうことを検討していかないと逆にその小方駅の、いわゆる立地条件でありますＪＲ

側との協議の中で、ＪＲはどういうものをつくるんねというふうに聞かれるでしょうし、

聞かれたときに市の計画はまだできてないんですということじゃ、それはまず計画つくっ

てきんさいやということで、鶏が早いか卵が早いかという話に戻るかもわかりませんけど

も、前に進まないという状況が予想できるんですけども、じゃあいつまで、このまま小方

小学校の跡地を放置していくのか。せっかくの広大な土地で、ほかにこういう立地条件の

公有地、市が持ってる土地がないわけでありまして、いかにこれを早く活用することによ

って大竹市の今後の活性化を左右するような場所でございますので、早く利活用について

方向性を示す必要があるんだろうと思うんです。という状況の中において、小方小学校跡

地の立地検討業務たるものが予算計上されてないと、その辺、全体計画の進め方としてど

ういうふうな工程を考えておったのかというのまず１点、お聞きしたいと思います。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○山田企画財政課課長補佐兼企画係長 企画財政課企画係長の山田です。よろしくお願いい

たします。 

  小学校跡地の活用ということで御質問でございます。 

  小学校の跡地につきましては、昨年度策定いたしました基本構想では、居住ゾーンとい
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うことに位置づけをさせていただいております。基本的には民間事業者での開発というこ

とを想定しておりますので、市のほうで居住ゾーンについて具体的な絵を描くであるとか、

こういったものにするというものを描いていくという思いは持ってはいないのですけれど

も、委員さんおっしゃられるように、駅ができるというところとのタイミングのすり合わ

せといいますか、そこは大変重要な要素になるだろうというふうに思っております。なか

なか駅ができるかどうかまだはっきりしていないという状況で、民間の事業者さんの進出

をお願いしていくというのはなかなか難しい面もありますし、また逆に周りにどういうも

のができるかというのがわからない中で、なかなか駅の話を進めていくのも難しいという、

まさに鶏と卵のような状態のところもございます。しかしながら、駅ができるということ

を前提にして、周辺の開発を進めていかなければいけませんので、そういったあたりの中

でどういったことができるか、あるいはＪＲさんとの話の中で、少しずつ素案のようなも

のを示しながら、少しずつでも前に進めていけるように、第一歩どこかで踏み出さないと

物事は進んでいかないだろうというふうにも思っておりますので、そういったところに向

けて、予算の計上はありませんけれども検討なり、取り組みなりしていきたいというふう

には思っております。 

  以上です。 

○和田委員長 賀屋委員。 

○賀屋委員 ありがとうございます。共通の認識ができてるかというふうに思います。私の

知り合いにもそういうディベロッパーの方がいまして、ぜひ協力してくれという話も何人

かにしますと、駅はいつできるんだというのがまず返ってくるんです。駅の話が前に進ま

ないのに、そこへ何かしてくれと言われても民間はそういう甘いもんじゃないと、いつで

きるかに合わせて計画を立てていくんだと、資金計画をつくっていくんだというような話

でございますので、駅の話が一向に前に進まないうちは、また話に行くといいましてもな

かなか難しいわけです。そういうこともありまして、まずはやはり駅ありきの開発なんだ

ろうというふうに思いますんで、一般質問でもお願いしましたように、駅を整備するとい

うことを、今は大竹駅を集中してやる時期ではございますけども、並行して小方新駅に向

けての取り組みを、休むことなく進めていただかないと、また５年10年すぐたちますんで、

その間ずっとこの状態で放置をしておく、そのことがじゃあ大竹市にとってどうなのかと

いうことを問われる時期がもう来るんじゃないかというふうに思いますので、もう少し真

剣に取り組んでいただきたいというふうに思います。 

  続いて、住宅の改修補助金事業でございますけども、木造住宅の耐震化診断の補助、同

じく木造住宅の耐震改修補助金、それと住宅リフォーム事業、それと建築物の土砂災害対

策改修補助事業、空家等除却補助事業、５つの事業がここへ列記されていますけども、そ

れぞれのその振り分けの金額が入ってないといいますか、わからないんですが。これはど

ういうふうに振り分けられてるのか、わかれば教えていただきたいと思います。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○讃井都市計画課課長補佐兼建築住宅係長 都市計画課の讃井です。 

  今回の事業概要と、それから予算概要と、予算書におきまして、ちょっとこうマッチン
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グがうまくできておりませんで、この辺はちょっと申しわけございません。おわびいたし

ます。 

  このたび、予算書のほうにおきましてはこの民間に、この場をちょっとかりて御説明を

簡単にさせていただきます。民間の住宅に対する補助という形で行っております。その中

でこの事業といいますのが、社会資本整備という形で国費をいただいてる事業でございま

して、ことしの予算から建築分、住宅分という形で、国の建築部門から出る予算と、住宅

部門から出る予算という形で、予算書のほうにはこの198万4、000円と650万円という形の

計上をさせていただきました。それがちょっと予算概要のほうにうまく反映できておりま

せんで、ちょっと簡単に御説明申し上げます。 

  委員さんの御指摘のとおりなんですけども、住宅の耐震補助事業におきまして、これは

建築の事業、要は耐震系の事業が建築の事業という形になります。それで、１番目の木造

の耐震診断の事業、耐震改修の事業、それから一つ飛んで、土砂災害系の事業、これを合

わせて148万4,000円という形の事業になっておりまして、この内訳ですけれども、一応予

算上の予定では、診断に関する一番上に書いてある上限３万円掛ける10戸分の事業。それ

から耐震改修補助事業におきましては、このたびシェルター設置費用の部分がちょっと追

加になりまして、これの中で耐震改修の40万円という上限の費用掛ける２戸分という形で

予算を組んでおるのと、耐震シェルターの設置費用については１戸分という額で組んでお

ります。また、先ほどの土砂の災害の部分なんですけれども、75万9,000円という形もこ

れ１件分という形で、合わせて198万4,000円という予算額になっておりまして、申請の状

況に応じて内訳を変えていきたいというふうに考えております。 

  続きまして、住宅系の事業でございます。この650万円の事業なんですけれども、リフ

ォーム事業というものが３番目に書いております。これ、今までは住宅リフォーム事業と

いう形だけだったんですけれども、新年度からは耐震改修した場合にリフォームする事業、

それから空き家バンク等に登録されてそれをリフォームするという場合については上乗せ

をするという形を、このたびからとろうというふうに考えております。ここの３つを合わ

せて500万円という額で今年度予定しております。そして、空き家の除却補助事業という

形で、特定空家等になった空き家に関しましてそれを除却する場合におきましては30万と

いう形で、これを５件分という形で150万円という額で合わせて600万円という額になる事

業という形で予定しております 

  国費をいただく事業でございまして、申請期間がなかなか長くとれないところでござい

ますけれども、来年度からはそういう形でやっていこうというふうに考えております。 

  以上です。 

○和田委員長 賀屋委員。 

○賀屋委員 ありがとうございます。大体内訳がわかりました。 

  耐震シェルターの設置ですけども、今の話ですと申請が１件という予算しか組んでない

という、そういうことかなと思ったんですが、余りにも項目だけ上げたというような感じ

がしますけども、それ以上の申請があった場合にはどのように対応されるんですか。補正

でも組むのか、あるいは次年度にしてもらうのか。命にかかわることなんで、まず耐震シ
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ェルターというのをどういうふうにＰＲしていくのかということもありますけども、市民

の皆さん余り関心がないのか、ＰＲ不足で知らないのか、その辺も含めてどういうふうに

取り組んでいかれるおつもりなのかというのをお聞きしたいと思います。できれば、いろ

んなタイプがあるんですけども、一番簡単な安い、半畳ぐらいの大きさの骨組みだけのシ

ェルターがありますんで、そういったものを市役所のどっかロビーとか、そういうところ

に置いていただいて、市民の皆さんからこれは何かねという興味を持ってもらえるような、

これは耐震シェルターで、こういうときに命の担保ができるんですよというものを、実際

のものを見ていただけるような、そういう取り組みをしていただきたいと思うんですけど

も、そのあたりも含めてお考えがあればお願いします。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○讃井都市計画課課長補佐兼建築住宅係長 今の委員さんの御質問でございますけれども、

まず予算の内訳で１件分しか組んでおりませんけれども、予算書にございますこの198万

4,000円ですけれども、この枠内で、どうしても国費事業という形での事業になりまして、

まず申請をしましてどのぐらいおりてくるかという内示額によっての予算の、また上限が

変わりますけれども、その範囲内で他の診断であるとか、崖の事業であるとかない場合に

ついては、その申請期間内で、もし数が１件以上出れば、ほかのものが出てないんであれ

ばそちら側に振り分けるという形での検討をしております。 

  また、周知におきましてですけれども、耐震シェルターというのがちょっと俗称でござ

いまして、シェルターの中にも、部屋、寝室なら寝室だけとか、居間なら居間だけとかを

改修するような感じのシェルターのタイプと、それから耐震ベッドのような備品的なもの

もございます。一応、どちらにも対応するようにはしてるんですけれど、今、要綱作成、

ほぼ完成なんですが、中でございまして、その中で東京都のほうで今認定というか、され

てるものだけを我々ちょっと一応、補助対象事業という形で認めていこうかなというふう

に思ってるんですけれども、今言われるように、簡単に枠組みで組んだようなものを持っ

てこれるかどうかということになると、大変、１個当たりもすごく高価なものも多くござ

いまして、実際には、40万円とか、これがそんなにするのかというようなものもいろんな

メーカーによっては出されております。そういうものをちょっと置くというところまでは

難しいんですけれども、当面はホームページ等で、耐震シェルターの補助が追加になりま

したという形で、事例等もなるべくホームページで載せれるような形で公表していきたい

というか、周知していきたいというふうには今のところは考えております。 

  以上です。 

○和田委員長 ほかにございませんか。 

  大井委員。 

○大井委員 先ほど言いました、森づくりの分は総括でやらせていただきます。 

  ちょっと賀屋委員とダブるんですが、今の小方のまちづくりのことですけれども、私も

一般質問をさせていただいたときに、早く売却すべきじゃないかということは申し上げま

した。特にあのとき大願寺のときです。土地の下落が非常に、５％ぐらい、4.何％毎年下

落するんでということだったから、じゃあこちらの小中学校の跡地も早いことしないとと
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いうことを、一般質問で二、三回させていただいたことがありますし、昨年も、今の賀屋

委員とダブるんですけど、一般質問させていただいたときに、３つのまちづくりの図面と

いいますか、それはつくっておられるわけですよね、まちづくりと、それから道路と、そ

れから今の駅舎の関係と。で、駅舎と道路は公表できませんと。それはなぜですかという

ことを聞いたときに、いやこれできるかできないかわからないし、個人の皆さんの家の上

に図面を描いておるので、もしできなかったときには御迷惑をかけるからと。それは一理

あると思うんですが、そうはいってもこの図面が全くない段階で、本当にできるのかどう

かということをいろいろ聞いてこられるんですけど、何も答えられないんです。図面その

ものを公表してもらってないんで。裏から乗れるんですかという、ただ市営住宅が邪魔に

なるといったら失礼ですけど、あれも50年ぐらいたってると思いますんで、そっちの関係

はあるんかなと思うんですけど、この話もできないいんです。今の時代ですから両方から

乗りおりができるというのが普通の考えだろうと思うんですが、そうすると市営住宅の解

体も絡まってくるんかなというふうにも勝手に推察するだけなんですけど、この図面の公

表というのは、なかなかめどがつかないから公表できないんだと言われるんですが、いつ

ごろ公表してもらえるんですか。個人の金でやられたんなら公表できないとかどうとか言

われるということはあると思うんですが、一応、市民の税金でやっとるわけですから、い

つまでもこれ公表できないという形で、片方じゃ駅をつくります、まちづくりします、今

からプロポーザルで図面描いてもらいますと言いながら、駅との関係が非常に関心を持っ

ておられる、地域の方は持っておられますので、我々議会のほうにもまだ公表してもらっ

てないんですが、いつごろをめどに公表してもらえるんでしょうか。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○中司都市計画課長 これまでのお答えしとった内容と一緒になってしまうんですけども、

図面等の公表時期ですけども、やはり関係をします鉄道事業者さんとのある程度協議を整

い、了承が得られる段階でないと図面等の公表は難しいというふうに考えております。 

  以上です。 

○和田委員長 大井委員。 

○大井委員 じゃあ違う角度から聞くんですが、後ろに市営住宅がありますですよね、小方

の市営住宅が。これがもう50年以上たっておるんですかね。ああいう市営住宅というのは

70年ぐらいが耐用年数だと聞いておるんですが、70年まで今の状態でもたせるのかどうか

ということも含めて、それから結構あそこ空き家が多いように聞いとるんです、小方の市

営住宅は。担当部署の方ともいろいろ話を聞いてみますと、もちろんそれは誰でもわかる

ことですけど、新しい家とか住宅のほうがリフォームするのは安くつきますけど、小方の

市営住宅は非常に古いもんですから、出られた後にまた新しい方が入居されるときのリフ

ォーム代というのが結構高くつくらしいんです。何といいますか、１部屋が100万円近い

ぐらい、高いのは。普通でも70万とか80万ぐらいそのリフォーム代がかかると。そうしま

すと、相当家賃もらってもなかなか大変だなというのはありますし、今のあきぐあいも相

当あいとるということなんですか、この辺の建てかえも含めて、結構あいてる状態の中で

今からリフォームにお金をかけていくということ、それが無駄になるのかならないのか、
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これまた駅との絡みかと思うんですけど。 

  それから集会所ですよね、市営住宅の集会所、これは白石も、ほかのところはちょっと

私わからないんですが、白石と小方しか知らないんですけど、これは70年というわけにい

かないと思うです。集会所の耐用年数は。耐震強度もないですから。この辺の建てかえと

いうのはどういうふうに考えておられるのか。 

  その辺ちょっとお聞かせください。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○讃井都市計画課課長補佐兼建築住宅係長 どうも、建築住宅の讃井です。 

  市営住宅の部分にのみちょっと特化してお答えさせていただきます。 

  まず、小方のアパートに関しましての耐用年数等につきましては、今委員さんのおっし

ゃるとおり70年ぐらいでございます。現在、以前やった長寿命化計画の見直しの最終段階

に入っておりまして、この中で小方のアパートについての位置づけというものも明確には

出す予定でございます。一応、法律上とか、基準上でいきますと、その70年たったらそこ

は廃止になる、普通に廃止ができていく予定になるんですけれども、その後、公営住宅、

大竹市における公営住宅の全体戸数というのを見定めながら、その小方アパートの必要性

を、ちょっと現状ではまだはっきり申し上げにくいんですけれども、要るのか要らないの

かというのをはっきり明確にさせて、その耐用年数後においては廃止になっていく予定に

なっていくであろうと予定してるものでございます。 

  おっしゃるように小方のアパート、１、２、３、４号棟とございます。１、２号棟と、

３、４号棟で間取りがまた違いまして、１、２号棟については大変古い建物でございまし

て１室が狭いというふうにいうふうになっております。その関係上、なかなか人も入って

こない、古いというのもございますし、また特に小方の高層階につきましては、小方以外

もそうなんですが、エレベーターもないなどのことから人が入ってこない。また改修費に

おきましても１件当たりおっしゃるような金額というのもかかっておりまして、なかなか、

正直我々も募集に関しましては人気のあるところから募集してるというのが現状でござい

まして、改修費においては小方をやっていこうと思えばなかなか追いつかないというのも

現状でございます。ですので、結果的に言いますと、小方においては、アパートにおきま

しては70年ぐらいをめどにそれなりの廃止予定であるというふうに今は言えると思います。 

  また、集会所におきましては、建物の構造は確かに違いますけれども、壊れたら正直、

今の現状でいいますと、直すというのはできるんですけれども、新たに集会所のみを建て

かえるというのは、ちょっとその検討の中ではしておりませんのが現状でございます。 

  以上です。 

○和田委員長 大井委員。 

○大井委員 大変だと思います。本当に。これ小方まちづくりという大きなタイトルのもと

に最初は11部署ぐらいでしたか、市役所内部でいろんな部署が小方まちづくりと、それは

なぜかと、岩国大竹道路つくるからということで、小方のまちが150世帯とか180世帯とか、

立ち退いてもらうために小方のまちがなくなると、だから小方のまちづくりをしなきゃい

けないというところからそういうのが始まったんですが、その小方まちづくりがいつの間
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にか、小中学校跡地と駅の建設のほうにいつからか限定的に絞られてきましたんです。そ

の辺はちょっと、まちづくりの方向性がどっかの時点で変わってきたのかなと、私は個人

的に思ってます。本来は相当な方があそこから、何といいますか、立ち退かれたわけです

から、もう少し残られた方というものを大切に考えていただきたいと、こういうふうに思

ったからいろいろ言ってきたわけです。 

  次に、亀居公園のことで、これは一括で後ほどあればしますけど、亀居公園も結構上が

られる人が多くて、これ私が別に言ったわけじゃないんですけども皆さんから聞いた話な

んですけど、公園に行く市営外灯がちょっと暗いんじゃなかろうかなと、皆さんがやっぱ

りそのウオーキングとか、公園の散策とか、石本美由紀先生の詩の坂道があるからあそこ

に行ってみるといって歩いて上がられる方もおられるんです。そしたら上がるところから

公園内が少し暗いんじゃなかろうかという声があるんですが、その辺について何かお気づ

きがあるのかないのか、もしお気づきで何かそれは近々、外灯等を、多少なりともふやそ

うと思っておられるのかどうなのか、その辺お聞きいたします。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○中司都市計画課長 今の亀居公園の外灯でございます。公園灯でございますけども、今古

くなっておる公園灯を順次ＬＥＤ化しております。これ以上、外灯をふやすかどうかとい

うのは今のところ計画はございません。古い分をＬＥＤ化して新しくしていくというのを

今、取り組んでおるところでございます。 

○和田委員長 他にございませんか。 

  藤井委員。 

○藤井委員 先ほど、本町元町線の雨水排水の工事は終わったというお話でございました。

今から何年か前、この元町線というんですか、中市堰のところから木野の両国橋のところ

までが国道から県道になりましたよね、ごめんなさい、市道になりましたよね。大竹市の

管轄というお話になったと思うんですけれども、先ほど申しましたように、春日通りの石

碑のとこから伊崎さんのとこまでが開放したままで終わっとるわけです。終わったという

お話があったんですが。今言う木野から元町にかけての元国道ですよね、ここの雨水排水

は、ほとんど終わってないと思うんです。元町２丁目まではきれいになっております。な

ぜかわかりませんが、中市堰から３丁目、４丁目にかけて木野に向けての雨水排水全く工

事が行われてません。川のほう側はところどころから道路の雨水排水を川へ流すようにな

っておりますけれども、逆に民家があるほう側は、民家のほうへ流れ込んでくるわけです。

大雨降ったときに。そういった状況にあります。元町３丁目も時々若い方が家を建てられ

るんです。そのときにやっぱり雨水排水が問題になるんです。雨水排水をやるときには市

が許可するんでしょうね、道路ですよね、そこへグレーチングを入れて雨水排水を川へ引

っ張る、工事は私がやると、個人がやるというふうなお話聞いとるんです。これ非常に矛

盾があるんですよね。道路の雨水排水は市がやるべきであって、私が出すというのはちょ

っとあり得ないと思うんですが。この点、１点お願いします。 

○和田委員長 課長。 

○山本土木課長 元町地区の旧186号線、かつては小瀬川の堤防というふうに聞いてまして、
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周りの地形よりも当然高いということになります。広島県管理であった当時から、大竹市

が引き継ぐ際に、油見トンネルができたというとこの代替の道路で一応市道のほうに引き

継いだとこなんですが、側溝整備のことも以前からお話は、県とはやりとりしていた経緯

はございます。ただ、バイパス道路を整備する上で、現道の市道は引き継ぐと、現状のま

まで引き継ぐといったような県の方向性も当時はあったようなんですが、結果的には今の

現状のまま大竹市は引き継いだわけなんです。雨水整備、道路から道路に降った水の排水

を、今、私の土地のほうに行かないようにすればそれがベストなんですが、今現状ではす

ぐ対応できないというとこあります。矛盾してるというお話も重々わかると思います。今

ここで明確な方策等を述べることはできませんが、これも喫緊には解決できないですけど、

今後、引き継ぐ課題の１つであるというとこで認識させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○和田委員長 藤井委員。 

○藤井委員 大変大きな予算を要することであって、なかなか難しいと思うんですけれども、

少なくとも現在家を建てた、あるいは建てようとする方が、市道のへりに雨水排水の溝を

設けるわけですね。その費用ぐらいは出してあげたらどうです。個人的にそう思います。

これは検討してください。よろしくお願いします。 

  次の項目に行きます。これどこでやっていいかわからないんで、３項という大きな項目

で、河川費ということでちょっと質問させていただきます。 

  14日の日に私、河川津波ということで、防災の関係から質問いたしました。今度は土木

の観点からちょっとお答えというか、考え方をいただきたいと思いまして、同じことをや

らさせていただこうと思っております。 

  小瀬川の護岸というのは、大竹市の命運を握ってるといっても過言ではないと思います

が、一部、まだ護岸が済んでないのではないかという場所がございます。これは私がある

とき駅前のほうでいっぱい飲んどるときに、市長の御親戚の方が、おいおい藤井君ちょっ

とこっち来いやということで、隣の席に呼ばれまして、わしゃ大変心配しとることが１個

あるんじゃと。何でしょうかと隣に座っていっぱい飲みながら話ししたわけです。そうす

ると、その方がおっしゃるのは南栄のＪＲの脇のほうから、ＪＲが南栄に来てますよね。

あそこから大和橋にかけての、あれ100メートル以上ありますかね、あそこの護岸工事が

できてないんですよ。それで、そこが決壊したら大竹のまちは一発でだめになるよと。栄

町どころじゃない、大竹駅もみんな流れるよというふうなお話を伺いまして、えーと思っ

て後日私はそこへ確認に行ったんです。やっぱりやってないんです。たまたまそこに行く

と、太田川の河川事務所の云々かんぬんで電話番号が書いてありましたんで、私すぐに電

話かけたんです。ここのところはどうなっとるんかいね、いつごろ工事するんかいねとい

うふうな話をしました。そうすると、河川事務所の方は、小瀬川の護岸工事はもう終わっ

てますと、予定に入っておりませんというふうなお答えだったんです。それでそれはおか

しいんじゃないのというようなやりとりしましたが、電話だけの話だったんで、どうにも

ならなかったんですけれども。遊歩道というか、あの下の遊歩道は、今多分工事をしてる

か、今からやるかわかりませんが、大和橋からずっと歩けるようになるんですが、本当の
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河川津波が起こったときに守れるような護岸はやる予定はないと思います。恐らく話をし

たときに、河川事務所のほうもそういう津波の予想はしてないんじゃないかというふうな

雰囲気を受けました。これは国・県の工事予算になろうかと思うんですが、土木のお考え

としてやっぱり大竹のまちを守っていくためにはあそこがぜひ必要なんだということであ

れば、向こうへ強く働きかけるなり何なりやっていただきたいというふうに私は考えてお

るんですが、その辺について御意見伺いたいと思います。 

○和田委員長 係長。 

○長久土木課課長補佐兼維持係長 土木課維持係長の長久です。 

  今、藤井委員がおっしゃられました件なんですけれども、広島県さんが津波浸水想定図

の作成についてというものを、平成25年の５月２日に公表されておりまして、南海トラフ

による巨大地震の発生に伴う最高津波水位は、大竹市で、東京湾の平均水面がＴＰという

言い方なんですけども、ＴＰプラス3.75メートルというものを出しております。国土交通

省さんのほうで小瀬川水系河川整備計画というものを出しておりまして、この中に大竹市

のほうの小瀬川の高潮区間の高潮堤防高は、今、計画ではＴＰプラス5.85メートルで設定

しております。津波よりも、一応この高潮の計画高のほうが高くなっておりまして、こち

らを基準にして今、小瀬川水系の河川整備を計画されとるということでございます。 

  なお、津波の遡上については潮位の干満、河川の流量、管理の施設の有無により異なる

ということでございます。 

  先ほどお話がありました、国道２号線とＪＲのほうの堤防高、大丈夫なんかというお話

なんですけれども、今、小瀬川の大竹が左岸ということになるんですけれども、大体今の

一番低いといわれるところ、小瀬川のほうのこの計画では、今のリサイクルセンターより

もうちょっと護岸のほうで20センチ程度足りないというぐらいの、今これでいくと21セン

チ不足しているというデータがございます。 

  以上です。 

○和田委員長 藤井委員。 

○藤井委員 細かいデータまでありがとうございます。ですが、私が申し上げたのは、ＪＲ

の鉄橋、こっち大竹側につきますよね。あれから大和橋側にかけての一部が護岸工事が行

われてないということを説明したわけです。それで、今言われたのは通常太平洋沖から津

波が来て、瀬戸内海に入ってきた波の高さを、発表されとるようにあれ数メートルです。

私が申し上げとるのは、その数メートルの水が狭まっとる小瀬川に向けて来るとばっと上

がりますよね。高さが高くなるし、流速もすごく速くなるわけ。一気に来るわけです。そ

のときにあそこが崩れて大竹のまちがやられるんじゃないかということを、私は心配しと

るんです。で、その担当は県なり国なりですから、大竹市の予算じゃないですから、うち

のそういう担当部署からお願いしてみてくださいということを言ってるんです。もう一回

お願いします。 

○和田委員長 課長。 

○山本土木課長 小瀬川担当の方とお話された中で、計画はないというようなお話なんです

が、当時は今の南海トラフであったりとか、そういった大きな揺れに対する護岸の強度は
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余り加味してない状況ではございました。土羽堤坊は、道路部分は幅４メートル、川側と

民家側には大体２割勾配というんですか緩やかな土の盛った構造でございまして、これに

ついては水が上まで来ても土の比重のほうが重たいので崩れないという構造です。理想的

にはです。水がしみ込んで裏の堤防が切れて民家のほうに水が行くというについては前面

にコンクリートであったり、表面を塗装にしたりというような構造に、今、国のほうもい

かに長時間、少しでも１分でも２分でももつような堤防を築くというような対応をしてお

ります。 

  地震についてはよく液状化という話も出ますんで、それについては国土交通省のほうも

この区間は全体的にはまだ十分でないということも、小瀬川水系河川整備計画、そういっ

た中で公表しておりますんで、いろいろ御心配もございますので、これについてはまちを

守るという観点でもありますので、また大竹市のほうからあわせてそういうお話のほうも

させていきたいと思います。 

  以上です。 

○和田委員長 審議の途中でございますが、暫時休憩に入ります。再開は１時からです。よ

ろしくお願いします。 

11時55分 休憩 

13時00分 再開 

○和田委員長 休憩前に続きまして、予算特別委員会を再開いたします。 

  質疑に入ります前に、執行部から発言の訂正がありますので許可いたします。 

  部長。 

○坪浦建設部長 午前中の発言につきまして、訂正させていただきたいと思います 

  大井委員からの、市営住宅、小方アパートの今後の予定についての御質問につきまして、

廃止の予定である旨の説明を行いましたけども、現在この業務は、市営住宅長寿命計画検

討を行っている最中でございまして、最終的な成果として現在まだなっておりません。今

後、県を通じ国交省に提出するということになっております。ということで、正確には廃

止の方向で検討しているということで御理解いただきたいと思っております。 

  まことに申しわけございません。よろしくお願いいたします。 

○和田委員長 それでは、土木費、災害復旧費の２回目の質疑から入りたいと思います。 

  ２回目の質疑ございませんか。 

  山崎委員。 

○山崎委員 お願いします。 

  139～140ページ、晴海臨海公園、それから142ページ、市営住宅管理費、以上でお願い

いたします。 

  それで、晴海臨海公園ですが、子供さんの遊具、ファミリーゾーンが着々と工事が進ん

でおる状況でありますが、４月には供用開始という状況なのかなと思うんですが、若干供

用開始はいろいろ、できても芝生の養生とかいろいろあろうから難しいかなと思ってます

が、この辺のところ、状況をちょっと教えていただきたいのと、晴海臨海公園にウオーキ

ングができるようなゾーンといいますところが、栄町公園にはできましたよね。そういっ
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たものを整備してほしいというような声もありますので、その辺のところをまた今後の課

題として検討いただければと思ってますんで、そこらあたりの考え方を一つお伺いします。

そこから一つよろしくお願いします。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○実本都市計画課課長補佐兼計画整備係長 計画整備係の係長の実本です。よろしくお願い

します。 

  晴海臨海公園ですが、今、複合遊具の工事をやっております。現在、遊具広場の複合遊

具の進捗状況ですが、２月末の出来高としては78％の進捗率です。今、児童用遊具、幼児

用遊具、健康遊具、ベンチ等、順次搬入、備えつけしてるところでございます。大型複合

遊具につきましても、現在、工場内で大きなくくりで部材を組み立てておりまして、また

塗装も行っております。この月曜日から、週明けに本格的に工場から現場内に搬入されま

して、順次設置し、芝を張りまして、今月末には完成する予定になっております。 

  あと、ウオーキングゾーンにつきましては、今、計画の中では入っておりますので、そ

ういう形になっております。済みません。 

○和田委員長 山崎委員。 

○山崎委員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

  それで、晴海臨海公園の管理等の業務でありますが、当初は、何年か直接担当して当た

ってみると、その中でいろいろ実績、あるいは利用状況等を見ながら指定管理にもってい

きたいというようなお話があったような気がするんですが、ただ、次から次へと順次整備

をしていくもんですから、落ちついた状況というのがなかなかつかめんのだろうとは思う

んですが、そういった中で現在の状況から、また今後どういう方向に管理業務を進めてい

かれようとしてらっしゃるのかということについて、139ページには賃金として430万円余

りと、受付等業務委託料として245万円余りあります。この辺のところの兼ね合いと一緒

に御説明いただければよろしくお願いいたします。 

○和田委員長 課長。 

○中司都市計画課長 晴海臨海公園の管理運営についてでございますけども、以前、指定管

理に向けて検討していくというふうなお話ではあったんですけども、この指定管理にする

メリットとしまして、利用者の満足度をさらに上げていくというようなこと、サービスの

向上が期待できるということです。しかしながら、指定管理に移行するということになり

ますと、ちょっと今、うちのほうで見積もり等とった中では、その辺の管理費が高くなり

そうだということでございます。現在は臨時職員による受け付け等、管理運営をしており

まして、維持管理とか安全面について大きなトラブルは生じておりません。また、低コス

トに管理運営ができているということ、あと利用状況についても、テニスコートについて

は大変利用率も高いし、球技場についても年間の稼働率でいいますと58％程度の利用率が

ありますんで、当面は今のような直営管理でやっていきたいなというふうに考えておりま

す。 

○和田委員長 山崎委員。 

○山崎委員 ありがとうございます。また、私、早く指定管理にしなさいという意味じゃな
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くて、やっぱり現状がどうなのかなと、また今後しっかりと運営をしていただくためにも

一番いいのは直営で管理していただくということが一番だろうと思ってますんで、ぜひ、

引き続いてよろしくお願いいたします。 

  それで、142ページの市営住宅管理費でありますが、私がここで伺いたいのは、唐船浜

の市営住宅の跡地であります。おかげで大変御苦労をかけたんだろうと思うんですが、今

のところ撤去されて、また安心をしておる。地元の人たちも非常に喜んでいらっしゃいま

す。ここでええんですよね。ここじゃぐあいが悪いですか。いい。そういった意味で喜ん

でらっしゃるんですが、とはいいましても、ちょっと現場を見ると一抹の不安があると。

これ大丈夫なんかいなという気がします。10日ぐらい前にも洗濯機が２台ぐらい並んどっ

たような気がするんで。ありゃこんなことしとったらまた変なことになってもぐあいが悪

いわなという気がしたもんですから、その辺のところを今後管理をどういうふうにされる

かというところについてお伺いさせていください。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○大知建設部監理課副参事兼用地係長事務取扱 監理課、大知です。 

  おかげさまといいますか、ある程度、一時期の状態は脱して、ある程度片づけていただ

いたようです。今後どのように管理をしていくかということでございますけれども、具体

的にまだはっきり決まったものはございません。今、あそこの土地のＪＲ側というのが個

人の名義の土地になっておりまして、直接国道とかに面していない土地というふうになっ

ておりますので、今後、あの土地がどういうふうになるかわかりませんけども、そういう

隣地の、そういった状況も踏まえながら今後どのように、処分していくのか、貸していく

のか、あるいは別の用途で使っていくのかというところは、今後、そのあたりを見ながら

検討していきたいというふうに考えております。 

○和田委員長 山崎委員。 

○山崎委員 片づいてから何カ月かあきましたし、実はあそこをのけてもらうまでかなりあ

ずったんだろうと思います。何よりもあそこを通る住民の皆さんが腹立たしさをもって、

市役所は何しとんだと、すごい批判があった。その反省が一つもいまだに生かされてない

んじゃないかというのが私の素朴な意見であります。あれだけせっかく片がついたときに、

早く境界を入れるなり、あるいはどういいましょうか、住宅地のほうへ出入りできんよう

にするとか、私は直ちに処置をすべきであったと。というのはそれまでに住民の皆さんの

怒りがすごかったから。なしてああいうことをさせとくんやと。大竹の玄関口に。という

ことでの批判が多かったんで、私は直ちにされんこうにいまだに放っとかれると。何とな

くものがまた運び込まれたんかいのという感じがしたもんですから、ぜひそういったこと

のないようにしていただきたいと思います。せっかくいい方向で解決がついたわけであり

ますから、後は担当課のほうできちっとしていただければ物事はスムーズに進むわけです

ので、よろしくお願いいたします。 

  次に、市営住宅の戸建ての住宅であります。今現在、あらましを見ますと、かなり戸数

は、一戸建てはあると。そういった中で実際に居住していらっしゃるのがどれぐらいいら

っしゃって、一応現在の時点では一戸建ては全て立ち退いていただくということが予定だ
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ったんじゃないかと思うんでありますが、そういったところの考え方を、今後どういうふ

うに進めていかれるのかというところも含めてお願いしたいんですが、よろしくお願いし

ます。 

○和田委員長 はい、課長。 

○中司都市計画課長 平屋の住宅でございますけども、現在も120世帯ぐらいの方が住んで

おられます。基本的にはこの平屋の住宅については廃止の方向で、毎年度、他の市営アパ

ートに移転していただくようお願いはしておるところですけども、そういったことでまだ

100世帯以上の方が住んでおられますんで、解体できていないという状況です。ある程度

移転が進みまして、まとまって解体ができるということになれば、そこをまとめて解体し

て土地を有効活用していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○和田委員長 山崎委員。 

○山崎委員 ぜひ、早く有効活用できるようにしていただきたいというのがあるんですけど

も、そうはいってもいらっしゃる方を転居してくださいというのも大変な作業だと思いま

す。 

  ところで今度、指定管理が第一ビルから変わりますよね。第一ビルさんから新しい業者

が指定管理者になるわけですが、その業者さんを選考された理由、主な理由、何点かで結

構ですけども、なぜこちらが有利だったのかという部分についてお話しいただければ、よ

ろしくお願いいたします。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○讃井都市計画課課長補佐兼建築住宅係長 時間がかかって申しわけございません。 

  一応、前の第一ビルサービスとの指定期間の満了に向けて、先般、プロポーザル等を行

いまして、評価しまして、決定いたしました。その結果についてはホームページ上でもち

ょっと公表したんですけれども、その内訳としまして、最終的には項目としまして、運営

方針であるとか、運営に係る基本方針であるとか、その体制、それから効率的な使用料等

の回収を行うための方針、計画、管理経営などの縮減、また安定的な施設の管理などを総

合的に評価しまして、新しく、今度、近鉄住宅管理株式会社というふうになっております。

点数的なものを評価して出しておりまして、0.4ポイントの差での結果というふうになっ

ております。 

  以上でございます。 

○和田委員長 山崎委員。 

○山崎委員 それで当初、指定管理に第一ビルさんがなるときには、24時間対応で、いつで

も対応しますよというような話があったと思うんですが、それは引き続いて、新しい業者

さんもそういう形での運営をしていただけるんでしょうか。その辺だけちょっと教えてく

ださい。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○讃井都市計画課課長補佐兼建築住宅係長 今の第一ビルと同じように、事務所は基本的に

同じところになります。緊急連絡先という形での夜間対応の電話も設けている予定ですの
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で、同じような対応ができると思っております。 

  以上です。 

○和田委員長 山崎委員。 

○山崎委員 ありがとうございます。 

  市営住宅につきまして、続いて191ページに市営住宅の収入基準超過者一覧表というの

がありまして、収入基準超過者、戸数というのが62戸あるんですが、これ、私の判断が正

しいかどうかわからんのですが、恐らく市営住宅の入居の基準よりは所得の多い方が62世

帯ほど入ってらっしゃるということなんだろうと思うんですが、ここらについての考え方、

全体として7.92％ということでありますが、どういうふうに考えていらっしゃるのか、そ

こはどうでしょうか、教えてください。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○讃井都市計画課課長補佐兼建築住宅係長 市営住宅の居住に入るときには、八分位による

分位で設定がなされておりまして、その下四分位の中の方が、市営住宅新規入居する場合

には入居資格があるという形になります。今おっしゃっておられますのが、入ってから多

少収入が上がったり、いろんな状況がございまして、収入が超過しているという方の分に

なるんですけれども、現状、その方については、その八分位の中の上四分位になりまして、

大ざっばな説明で申しわけないんですが、その方たちについては一応退去していただくと

いう強制的なものはちょっとできる方ではないので、現状としましては、一応まだ住んで

いただいてもいいと。ただし、当然、民間等に移っていただけるんであればそれも検討し

ていただくということもあるんですが、主には収入分位が上の四分位になったといっても、

出ていってくださいというのは特に強くは申しておりません。 

  以上です。 

○和田委員長 山崎委員。 

○山崎委員 そうしますと、これは当然、収入が上がるわけですから賃料もそれに見合った

形の改定がなされた上で、安価な市営住宅の家賃ということにはなってないということで

ええんですかね。そこをちょっと教えてください。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○讃井都市計画課課長補佐兼建築住宅係長 今の収入分位の、八分位の中の上四分位といい

ましてもそこまでの高額な所得ではございません。実際には。その八分位を超えた方につ

きましては高額所得者という部分になるんですけれども、一応、その八分位になりますの

で、その方の所得に応じて一から四、またそれから八までという形での分位で家賃も上が

っております。ただし、八分位であったとしても、いわゆる民間アパートのような金額、

近いんかもしれませんけれども、そこまでいかないぐらいのという形の家賃設定、老朽化

によって白石であるとか小方であるとか、新しいアパートであるとかによって全く違うん

ですけれども、状況としてはその人によって値段を変えておりますし、そんなに大きな、

高額な家賃をとってるという状況ではございません。 

  以上です。 

○和田委員長 山崎委員。 
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○山崎委員 ありがとうございます。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○大知建設部監理課副参事兼用地係長事務取扱 監理課ですけど、先ほどの玖波の市営住宅

の跡地の関係でございますけれども、市民の方には非常に不快な思いをさせてしまって、

時間も非常にかかりまして大変申しわけなく思っております。今現在、あそこの、ですか

ら民地のほうなんですが、所有者とは別に管理されてる方がいらっしゃいますので、その

方とこちらのほうで、片づけのときも含めて今後どういうふうにしていくかというのを引

き続いて協議といいますか、お話はさせていいただいております。 

  以上です。 

○和田委員長 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○和田委員長 ２回目の質疑を終了いたします。 

  ３回目の質疑に入ります。３回目。 

  賀屋委員。 

○賀屋委員 済みません、それでは先ほどの、耐震シェルターの話の続きからお願いしたい

と思うんですけども。 

  一応、予定としては１件分しか予算は、今回計上してないということでした。どういう

ふうな形で周知をするかということについては、ホームページ等で周知をするということ

でしたけども、件数が余りにも少ないんではないかなと。もう一回、よくここを考えてい

ただきたいんですが、南海トラフの確率が70～80％に上がっていこうとしとる中で、本当

に大きな震災を受けたときに、どれだけの方が被災されるかと、２年前の熊本地震、益城

町へ行ってみましたけども、この中で、熊本へ、被災地へ行かれた方は何人おられますか。

本当に悲惨な状況ですよね。特に役場の職員、そういった方については本当、自分の家が

被災しても家に帰れない。まちを歩いても白い歯が見える方はいません。皆ほとんど下を

向いてます。それぐらいまちが暗くなります。それは犠牲者が出たからです。犠牲者がそ

ういう形で、その犠牲者のほとんどの方は１階に寝泊まりをしておられる高齢者で、家が

崩壊して潰れてしまうという方が多くいらっしゃいました。そういう現実を目の当たりに

すると、少なくともそういう犠牲者を出さないことによって、大きな被害はあるかもわか

らんけども何とか復興に向けて希望も出てくるんだなというふうにつくづく思いました。 

  そのためにも犠牲者を出さない秘策を、一番安価な方法だと思うんで、以前から紹介し

ております、20万円程度で組み立て式の構成の、四角い、半畳ぐらいの大きさのシェルタ

ーが、これは製品としてありますんで、そういったものを設置するというだけで、いざと

いうときにその下へ隠れればいいわけであって、そういう製品をもっと普及させていただ

けるようにお願いしたいと思うんですけども。ＰＲの仕方もホームページだけでは、当然、

高齢者のお宅ではホームページ見られる方が何人おられますか。ちゃんと自治会やら市広

報等を通して、そういった対象者の方に情報がしっかり伝わるようにお願いしたいと思い

ます。これは補助が２分の１というふうな御説明でしたけども、そのほかはどうなるの。

単独であるということなんですか。ほかに補助とかの支援をしてもらえるようなものがあ
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りますか。そこを一遍お願いします。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○讃井都市計画課課長補佐兼建築住宅係長 補助の内容なんですけれども、シェルターの部

分に関しましては、ちょっと先ほど予算の部分での説明がもし足りていませんでしたらな

んですが、全体額の予算としまして、今の約200万円ぐらいの予算がございます。シェル

ターの補助、万が一募集期間内に耐震診断であるとか、耐震改修であるとか、崖の移転で

あるとかというものが出なくて、シェルターだけの申請が何件か出た場合であれば、10件

以上の対応ができるような予算枠はございます。補助の内容なんですけれども、上限25万

円という額の中の半分の12万5,000円という形の補助でございます。この25万円というの

が、いわゆるシェルターの費用が25万円のものであれば、その２分の１という形の12万

5,000円というのが我々が出す。お客さんに出す補助という形になってるのを予定してお

ります。 

  国費につきましては、国から、我々が出した12万5,000円について、50％が国費、その

半分については単費という形になっております。ですから、住民の方に補助する上限額は

12万5,000円というふうになっております。 

  以上です。 

○和田委員長 賀屋委員。 

○賀屋委員 それでは、募集の要領いいますか、そのあたりもしっかり、先着順でいいのか

よくわかりませんけども、例えば、先着10件とかいう表現が正しいかどうかわかりません

けども、応募したけども締め切られて落ちましたということがないようにしっかりそのあ

たりも含めて広報のほうお願いしたいと思います。 

  以上で終わります。 

○和田委員長 他に質疑ございませんか。 

  藤井委員。 

○藤井委員 138ページ、大竹駅周辺整備事業、300万円、これに関連する質問をいたしたい

と思います。この300万円は、大竹駅の自由通路や駅舎等の整備に向け、実施に向けた合

意、協定を締結するために。ごめんなさい、ここ間違えてますね。具体的にどういうこと

を話ていき、何が問題となって、どう解決していこうとしているのか、ＪＲとの交渉事な

んかは我々にさっぱり伝わってこないわけです。今回この300万円というのが、関係機関

の協議資料作成業務委託料というふうに記載されておりますけれども、今まで協議したこ

となどは、担当部署が一番詳しいと思うんです。私が会議に出て、私が話ししたら、私が

議事録つくったり、資料つくったりするのが一番当たり前のことなんです。一般企業とし

たら。これを業務委託するというのはどういうことをどのように委託するのかお聞きいた

します。 

  それと、平成29年度までに、いろいろＪＲと、ＪＲが持ってる持ち物の資産価値といい

ますか、今後買い取り等で費用が発生するということで、そういったことの打ち合わせを

したように、私は記憶しとるんですが、そういうことに対しての予算というのはもう考え

なくてよろしいということでよろしいんでしょうか。この２点、お願いします。 
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○和田委員長 はい、課長。 

○中司都市計画課長 業務委託の300万円の内容でございます。 

  現在、自由通路とか駅舎等の建設及びこれらの工事に関連して、鉄道施設の支障物件の

移設工事など、鉄道施設にかかわる工事の実施について今、協議をしておるところでござ

います。この協議の中で、新たに必要な図書とか図面とかという修正業務等が発生した場

合に備えて300万円を業務委託費として組んでおります。今年度までやっております補償

業務でありますけども、鉄道施設にかかわる補償のとこについては今年度、終わりますけ

れども、店舗用地とか等、鉄道施設以外のとこ、そこの補償についてはまた補償費を払う

時期に合わせて算定、補償金の算定をする業務がまた発生するというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○和田委員長 藤井委員。 

○藤井委員 ありがとうございます。平成30年度は300万円の予算ということで、平成31年

度からは継続費というのが、これからあと質問が出るかもしれませんが、組まれてあると

いうことでございます。平成20年度にいろいろ大竹市の事業評価監視委員会の方に、この

駅周辺整備事業についての審議をしていただいて、オーケーが出て、今日に至っとるわけ

ですけども、なかなかこの10年間、歩みがのろいなというのが私の感覚でございます。そ

ういったことで、総事業費が30億円だったものが、現在、1.7倍の53億円まで膨らんでる

というふうなことで大変なことになっとるなというふうに思っております。大竹市の事業

評価監視委員会からも、バリアフリー化を要望する声が非常に多いと聞いてる。スピード

を持って進めるようお願いしますという御意見がつけられております。 

  昨年の12月８日に生活環境委員協議会でいただいた資料の中で、いろいろ言葉とか数字

が出てまいりましたんで質問したいと思います。余り時間がないですね。便益についてい

ろいろと述べられております。便益というのは、言葉調べてみると、費用の考え方として

歩行者の時間短縮便益、自動車交通利便性向上便益、歩行者の移動サービス向上便益、滞

留・交流機会増大、これの便益です。都市景観向上便益など、難しい言葉がたくさん出て

いますけれども、この中の滞留・交流機会増大ということを御説明願います。 

  続けてまいります。Ｂ／Ｃについて質問いたします。 

  平成６年度の計算では、総便益が99億円、それに対する総費用が16億4,800万円でした。

Ｂ／Ｃが6.01ということでございます。平成15年度のＢ／Ｃを見ますと、総便益が80億

4,200万円、それに対して総費用が21億9,500万円で、Ｂ／Ｃが3.66。平成20年度ですね、

これのＢ／Ｃは、総便益52億2,200万円、これに対して、総費用が30億7,000万円で、Ｂ／

Ｃが1.70。今回、平成29年度、これ総便益が128億2,800万円。総費用が57億7,700万円。

こういう御説明であったと思います。それで、Ｂ／Ｃが2.22です。平成６年度から見たら、

Ｂ／Ｃが3.79もダウンしとるわけです。そういったことで、平成20年度はＢ／Ｃが1.70で

あり、平成29年度は2.22と、これ逆に0.25上昇しとるんです。上がったり下がったりする

んです。全体的に見ると、６年から比べると非常にＢ／Ｃが下がっとる。こういった中で、

平成20年度の総便益は52億円だったんです。で、平成29年度は一気に128億円に上がっと
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るんです。76億円この差額があるんですが、途中でいろいろ橋上駅化とか問題が出てきて、

計算もいろいろあったんでしょうけれども、なぜその29年度の総便益というのがこんなに

高くなったのか、この要因についてまず伺います。 

  それと、このＢ／Ｃが幾らぐらいから以上の数字になれば採算がとれるのかどうか、こ

の便益というのは先ほども申しました、すごい難しい計算の仕方がいっぱいあるんです。

人が１人歩いたら何円。何十人歩いたから何円とかいうような計算を多分するんでしょう

けれども、これはどうにでもなるんじゃないかと思って、勉強しよったら思うんです。例

えば、平成29年度を128億円で総便益計算いたしておりますが、仮に、人口が減ったとか

何かの状況で、100億円になったと仮定したら、もうＢ／Ｃ一気に1.75まで下がるんです。

このＢ／Ｃというの、幾らあったらこの大竹駅を今から40億円近く金かけてつくっていく

わけですけども、大丈夫なんですか。この辺についてお答えをいただきたいと思います。 

○和田委員長 はい、課長。 

○中司都市計画課長 済みません、ちょっと資料持ってきてないんで、ちょっと時間をいた

だけないでしょうか。 

○和田委員長 暫時休憩します。 

13時39分 休憩 

13時48分 再開 

○和田委員長 はい、課長。 

○中司都市計画課長 済みません、時間がかかって大変申しわけございませんでした。 

  まず１点目の、滞留・交流機会増大、あと都市計画向上便益とは何かということでござ

います。これ大竹駅の東西に駅の広場を整備することになります。あわせて交流広場等も

整備しますんで、利用者にとって憩いの空間が創出されると、こういったことによって交

流機会が増大する。また、木を植えたりであるとかいったことで、広場の景観を向上させ

ることによりまして、まちの機能が向上すると、そういったことに対して利用者の支払い

意思額を把握するということで便益を出すということになってます。 

  ２点目の、今回、便益が上がった要因でございます。今回、東西の駅広場をつくる、自

由通路と駅舎を一体化させることによって、東西からの人の流れがよくなる、利便性があ

がるというようなことで便益が上がっておるということでございます。それが幾らならい

いのかということでございますけども、総便益を総費用で割った、いわゆるＢ／Ｃですけ

ども、１以上あれば事業の効果はあるという判断になります。これらは、都市再生交通拠

点整備事業に関する費用便益分析マニュアル、こういった分から出し方が載ってますんで、

それに基づいて費用便益を出しております。 

  以上です。 

○和田委員長 藤井委員。 

○藤井委員 ありがとうございます。 

  平成20年の総便益が52億円、平成29年度は128億円に一気に上がっとると。76億円上が

ってるわけですが、この件については、何で上がったんでしょうか。まずこれをお願いし

ます。 
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○和田委員長 はい、課長。 

○中司都市計画課長 20年当時は、自由通路のみでした。今回は駅舎と自由通路を一体化す

ることによって駅の利用が東西両方から利用がしやすくなるといったことで便益が上がっ

とるということでございます。 

○和田委員長 まだ質問あるようでしたら。 

はいどうぞ、藤井委員。 

○藤井委員 確かに私が申し上げたいのは、この金額の、総便益の金額というのは人が１人

歩いたら何円とか、そういういろんな計算の仕方でどうにでもなるんではないかと、その

ためにＢ／Ｃの計算が狂ってくるんじゃないかと、1.0以下になるんじゃないかというこ

とを心配して質問してます。お願いします。 

○和田委員長 はい、課長。 

○中司都市計画課長 今回、費用便益を出すに当たりましても、先ほど言いました費用便益

マニュアルとか、あと公共事業評価の便益分析に関する技術指針等、一定の便益の出し方

が示されてますんで、国交省が出してるそういったマニュアルに基づいて費用便益を出し

ておりますんで、そういうことで、一定の基準に基づいて算定しております。 

  以上です。 

○和田委員長 次にございませんか。３回目ですが。 

  山崎委員。 

○山崎委員 済みません、小方地区のまちづくり事業、137ページでお伺いします。 

  新たな、平成29年10月からにぎわい交流ゾーンの立地検討業務ということで発注をされ

て、今月の26日でしたか、上がってくるようでありますが、そういった中で、この26日の

検討業務以降の動き、これどういうふうになっていくんだろうかと、地元の方からいろい

ろ心配をしていただいておるようでございまして、今後の状況は、これから検討業務の委

託が上がってきます。それを踏まえてどういうふうに進んでいくのかというところをちょ

っとお話しいただけませんでしょうか。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○山田企画財政課課長補佐兼企画係長 企画係長の山田です。 

  小方まちづくり、特ににぎわい交流ゾーンの来年度以降の動きということでお答えさせ

ていただきます。 

  今、委員おっしゃっていただきましたように、立地検討業務を行っておりまして、この

成果がもうじきまとまるという段階でございます。来年度以降につきましては、このたび

の調査をした結果等々踏まえて、改めてどういう方向性で活用策を絞り込んでいくかとい

うことを、市として決めていく必要があるだろうというふうに思っております。必ずしも

１つに限定する必要はないというふうにも思っておりますけれども、にぎわい交流という

ことですので、その位置づけといいますか、基本構想で設定をしたというところは大切に

して、どういうものがいいかということを考えていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○和田委員長 山崎委員。 
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○山崎委員 大変これから過密なスケジュールも、ほかの事業もありますし、加わってくる

のかなという想像をするんですが、現在のところでは、にぎわいゾーンについては子育て

支援ゾーンとレクリエーションゾーンなどに分けられるんだろうと思うんですが、この子

育て支援ゾーンというのは、要するに体育館から海側という考え方でええんですよね。い

わゆるにぎわいゾーンというのは体育館から国道側ということなんだろうと思うんですが、

ここの中にどう民間の力を入れていくのかということもあるんだろうと思うんですが、さ

りとて、民間でこういう仕事がペイできるのかという不安な部分もあったり、そうすると

勢い公の部分でやらにゃいけん部分、あるいは民間でやる部分、いろいろこれからすみ分

けを考えていかれるんだろうと思うんですが、民間でやるということになると、そうはい

うてもペイできにゃなかなか参加できんという状況もあろうと思うんです。じゃあどの程

度公でカバーしていくのかということになってくると、やっぱりこれは非常に厳しい問題

のような気がするんですが、そういった意味において、じゃあ体育館から国道側に向けて

今時点でどういうことを考えてらっしゃるのか。前回、協議会では絵も出されたりしまし

たが、こういうところが実際に実現性があるのかどうなのかとか、その辺のところについ

ては、まだこの業務が上がってきてからの話だということなのか、その辺のところは大体

市としてはどういうふうに考えてらっしゃるんでしょうか。ちょっと思いがあれば、私も

地元に住んでますんで、地元の人からもいろいろ聞かれますし、今のところじゃ私も答え

ようがないんでどうじゃろうかと思うとるんですが。大体、今後進めていくのに、にぎわ

いゾーンをどういうものにつくっていきたいという思いというのがあるんだろうと思うん

ですが、その辺はありましたら一つ御報告できる範囲でええんですが、お願いできません

でしょうか。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○山田企画財政課課長補佐兼企画係長 にぎわい交流ゾーンの方向性ということですけれど

も、あくまで民間の事業者さんにお願いするという部分でもございますので、思いという

ところでしかありませんし、実際に市として希望する方向性を示したときに、それに賛同

して事業を展開してくださる方がいらっしゃるかどうかというところも大きな問題にはな

ろうかというふうには思っております。ただ、本当にアクセスのいい、一団のまとまった

土地でもあります。市の活性化のため、それからできれば市外からもいろんな方が来てく

れて、いろんな交流が生まれる場になるようにというような思いは持っております。その

中で実際にどういった事業者さんが来ていただけるかということと、それから、この土地

を活用していくという中で、いろんな思いがありますけども、条件を厳しくしていくと事

業者さんの参入が難しくなるということもございますので、そういったところも考えなが

らできたときに実際の利用者の皆さんがいいものができたなというふうに思っていただけ

るような方向で整備ができれば一番いいだろうというふうに今の時点では思っております。 

  以上です。 

○和田委員長 山崎委員。 

○山崎委員 子育てゾーンについては、例のまた今年度末までに、保育所指針ですか、そう

いうものが出されんと、これもまたいろいろ見てみんと私らもわからんという状況なのか
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なと思うんでありますが、いずれにしましても期待された土地ではあります。ぜひ小方の

まちにも大竹のまちにも引き続いて活力が生まれるようなまちづくりをしていただきたい

と思っておりますので、ぜひ期待の持てるものにしていただきたいということで、皆さん

思いは一緒だと思いますんで、よろしくお願いしまして終わります。 

○和田委員長 他にございませんか。 

  大井委員。 

○大井委員 142ページと143ページ。私がする予定でなかったんですが、ちょっと、市営の

御園２号棟、３号棟の立ち退きにより転居する方が全部で何名になったのか。これ日々動

いております、最新のもので結構ですけど。それから、御園６号棟が完成し、80戸の入居

手続等がどのように今、進捗しているのか、そのこと。その中で、２号棟、３号棟から６

号棟に移られる方が実際、直近で何名になったのか。またその他の市営住宅、例えば、小

方とか白石とか、そういうところに移られた方が何人なのか。また、住宅外といいますか、

住宅から住宅に移られなかった人ですよね要するに。市外に出られた方かもわかりません

し、これはわからないと思うんですけど、要するにそれ引いてもらったらわかると思うん

ですが。住んでおられた方が。それが何名ぐらいだったのか。 

  143ページは以前にも生活環境委員協議会か何かで御報告いただいたと思うんですが、

御園の集会所設計業務委託料が今回予算組んであります、委託料組んでありますけど、こ

れは今の御園の２号棟、３号棟を解体した跡地につくるというものでよろしいんですかね。

それをお聞きしたいということと、それから、これは私の勉強不足のところを聞いて非常

に申しわけないんですが、185ページの災害復旧費、初めて私質問するんでよくわからな

いんですこれ。全部1,000円で組んであるんですこれ。この科目以外の災害が起きた場合

は、何費で対応するんでしょうか。これもちょっと、今の農林水産業施設と公共施設にな

っておりますですよね。例えば何といいますか、学校の裏山が壊れると教育費になるのか、

災害復旧費になるのかよくわからないんですが、その辺が。公会計上の形でこうなってお

るからもうこれ以外、何といいますか、費目といいますか、できないのか。その辺ちょっ

と非常に単純なことを聞いて申しわけないんですが、公会計の予算がちょっとよくわから

なかったんで、初めてこれ質問させてもらうんで申しわけない、以上のことを済みません、

よろしくお願いします。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○讃井都市計画課課長補佐兼建築住宅係長 御園の２・３号棟の関係とかなんですけれども、

ちょっと正確な数字が今ちょっと手元に持ち合わせておりませんで、ちょっと今調査中で

ございますが、約でよければなんですけれども、御園のもともと２・３号棟にお住まいの

方たちが約40戸。そのうち27戸の方が御園の６号棟に移られています。残りの方におきま

しては、民間のアパートに行かれたり、他の市営アパートに行かれたり、普通に居宅に行

かれたりという形でさまざまでございます。一部、刻一刻と本当に変わってる方もいらっ

しゃったりという状況でございます。 

  御園の６号棟の今、入居状況で、これも少しずつ変わってはきてるんですけれども、先

日、新しい募集もかけまして、募集した結果、約７戸、１階に車椅子用のアパートござい
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まして、その３つには入っておりませんで、それ以外でいうと４戸が余っておりましたが、

もう２つぐらい余るかなというような状況が最新の状態でございます。６号棟におきまし

ては。 

  あと、集会所の設計の委託料でございますけれども、これはおっしゃるとおりで御園の

２・３号棟の解体業務を次年度予算を組んでおりますけれども、この解体工事、１・４号

棟の駐車場の整備が終わりましたら、その跡地、２・３号棟の跡地に、今の集会所が事業

用地になっておりますのでそれを移転するという設計業務の予算を組んでおります。 

  以上でございます。正確な数値が必要であればまたちょっとお時間をいただいたらと思

います。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○建石企画財政課課長補佐兼財政係長 財政係長の建石です。 

  予算費目ですが、これだけしか組んではいけないということはありません。もし実際、

災害ということが起こってしまった場合には速やかに予備費を充用する。また速やかに補

正予算を組むなりして対応することになると思います。そのときに、先ほど委員が言われ

ましたように学校ということがあれば、公共施設災害復旧費のほうに目として追加して、

そちらのほうで対応するということも場合によってはあり得るんだろうというふうに考え

ています。 

  以上です。 

○和田委員長 大井委員。 

○大井委員 ありがとうございました。よくわかりました。先ほどの御園市営住宅の分、あ

れで結構でございます。突然数字を言うて申しわけございません。ありがとうございまし

た。それから今の災害復旧の分もありがとうございました。わかりました。 

  済みません、ちょっと一つ思い出したんで、質問させていただくんですが。ちょっとけ

さほどの話になるんですが、山崎委員との多少関連があろうかと思うんですが、私もよく

聞かれるんです。小方に住んでおりますんで。ここがいつどうなるんかという話を、もち

ろん駅も含めて。朝の都市計画課長の話では、ＪＲ、鉄道が、事業者との話をしていろん

な図面を描いたりなんかするんで時間がかかっておるんで、それが見通しがつけば公表す

るということがあったんですが。先ほど言いましたように、私が一般質問したときには、

小方のまちづくり基本構想というのができておりますですよね。一般質問したときにこの

基本構想は駅ができようができまいが変えないということを企画財政課長が言われたと思

うんです。私の記憶の中で。それはそれでいいと思うんです。変えないでいいと思うんで

すが、今の駅のところは今のような理由でなかなか見せられないと、事業者との協議があ

るのでと。じゃあ、この国道からこちら側ですね要するに。こちらについての道路計画と

かというのは、わかるところでいいんですが、公表してもらえるのかどうなのか。という

のが、セットでないと公表できないのか、いやいや中学校側は余り影響がないし、民地の

上に図面を描くわけじゃないから道路ぐらい公表しますよと言われるのか。その辺の公表

時期、あるいは公表できるのかできないのかということをちょっとお聞きしたいと思いま

す。 
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○和田委員長 はい、課長。 

○中司都市計画課長 今の晴海地区に向けての道路の計画でございますけれども、市役所と

中学校の体育館の間に道を設けるのが一番いいかなということで、今、絵は描いておりま

すけれども、まだ関係機関、公安委員会等との協議は整っておりませんで、その協議を進

めていく上で、旧小方中学校の土地をどういった利用をしていくんかというのも公安委員

会等に計画を示しつつ協議していく必要がありまして、現在、協議整ってないということ

で、絵をお見せする段階ではございません。 

  以上です。 

○和田委員長 大井委員。 

○大井委員 今の、小学校側は理解したといや理解したんですけど。今の鉄道業者とか民間

の、私有地の上に図面を描いたり、いろんなものを描くわけですから、もしできなかった

りなんかしたときに御迷惑がかかると、あるいはＪＲとの交渉のことも絡むんで、そこは

言えないと、駅舎のことも道路のことも言えないという、これはまあわかりましたけど。

こちらの中学校側ですよね。これも今のなかなか難しいということなんですが。大体めど

はいつごろに公表していただけるのか、めどもつかないということでしょうか。 

○和田委員長 はい、課長。 

○中司都市計画課長 先ほどもお話をしましたとおり、ちょっとまだ関係機関との協議が整

ってない。跡地利用をどんな形で開発していくかというとこもまだ示されていない状況で

すんで、いつそういった計画を皆さんにお示しできるかというのは今未定で、回答が難し

い状況でございます。 

○和田委員長 大井委員。 

○大井委員 わかりました、難しい。わかった時点で済みません公表をお願いいたします。 

  それと済みません、これもわかりにくいことだろうと思うんですが、ちょっとページ数

わからないんですけど、岩国大竹道路の関係なんですが、今何といいますか、厳神社の下

のほうから少しずつやってきておられますですよね。30年度は、もちろん国交省との予算、

国会との予算の絡みがあるんでしょうけど、そういう今、何といいますか、下交渉といい

ますか、来年、平成30年度はこの辺をやろうと思うとか、平成31年度にはここら辺までい

こうと思うとかいうような、予算がつくかつかないかの問題がもちろんあるんですが。そ

の辺を私もよく聞かれるんですが、今わかっとる最新の、広島国道事務所ですか、ここと

の協議で来年度はこの辺を予算要求しますよとかこの辺までできる予定ですよとか、とい

うのがわかりましたら。わからなきゃ結構ですけど、わかれば教えてください。 

○和田委員長 はい、係長。 

○長久土木課課長補佐兼維持係長 岩国大竹道路の最新情報なんですけれども、昨日新聞報

道が出たんですけども、岩国大竹道路の小方地区の工事の入札がありまして、先日、山陽

工業、今施工しておる工事業者で引き続き小方地区ということで、入札が終わりましたん

で４月からまた工事のほうの施工引き続き入ると思います。 

  以上です。 

○和田委員長 大井委員。 
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○大井委員 その内容がちょっとよくわからないんです。入札は知っています、山陽工業に

決まったというのはわかったんですが、どの辺をどういうふうにされるということまでは

わかりません。 

○和田委員長 はい、課長。 

○山本土木課長 今、手元にございませんので、後ほど新聞のコピーをして読み上げるなり

はできますので。 

  以上です。 

○和田委員長 他に質疑はございませんか。 

  副委員長。 

○北地副委員長 済みません、先ほど賀屋委員の質問のときにちょっと気になったことがあ

るんで、教えてください。 

  耐震シェルターのことなんですけど、東京都認定のみというふうに先ほどおっしゃられ

ましたけど、大竹市内の建築業者でその東京都のみの耐震シェルターが取り扱われること

ができるんでしょうか。販売店とかになろうと思ったら、やっぱり保証金とかなんとかい

うのを、一応、国交省か何かの許可をもらっとる耐震シェルターを販売するということに

なれば、そういう手続とかが、業者さんが必ず要るんで、大竹市内の業者さんがそれが取

り扱われないのに、市が直営で東京の認定のものを直接、置くだけのものならできると思

うんですけれども、ちょっと難しくなると思うんですけど、そこのところちょっと教えて

ください。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○讃井都市計画課課長補佐兼建築住宅係長 建築住宅の讃井です。 

  おっしゃる部分で、ちょっと我々も悩んでいるところは正直ございます。耐震シェルタ

ーの補助、一応国費をいただいて補助金を出すという形をとってる関係上、今、県内で、

今年度、５市町がやっております。実績についてはそのうち１つの市の２件しか出てはな

いんですけれども、基本的にさまざま、ほとんどは東京都が今認定されてる、認定という

か結果を残してる設置したものという形を補助対象という形にしておりまして、その他、

例えば、何らか特殊な機関で試験をしたものとかというものも書いてるようなものがある

んですが、実際にはそれがなかなか行われてないようでございます。大手のメーカーみた

いなところも実際にはありまして、おっしゃるように物品のようなものと、それから改造

というようなものもありまして、今回、25万円という形の設定をしてるのは、一条工務店

という大きな工務店の持ってる製品が25万円というのがあって、それが我々の目指す部分

とか、周りの市町も見ながらいいんじゃないかなということで、大竹、今回これがスター

トでやってみようかなというふうに思ってるんですけれども。おっしゃるように、この辺

でじゃあすぐつくってるところあるかといわれたら、余りございません。近場の実績では

そのリストの中に、三、四社ぐらいがこの近くで代理店をやってるとかいうのは、実績は

ございます。ぐらいしか今わかっておりませんので。正直認定をするか何らかのような方

法でないと、我々も認めざるを得ない部分がございまいて、当面は東京都の事例による製

品についての部分だけオーケーにしようという形で整理はしておる状況です。 



（30.３.16） 

－41－ 

  以上です。 

○和田委員長 副委員長。 

○北地委員 よくわからなかったんですけど、一条工務店がやっとるということは、一条工

務店独占で大竹はするということですよね。もう普通の今の大竹市内の業者、一条工務店

からもらうことはできませんからねもちろん。私も調べてみたんですけど、四国なんかは、

四国の市が直接国交省のそういう基準ですか、基準の通るようなものをこしらえとったり、

大阪の鉄工所なんかも基準を通るものはこしらえられとるわけです。その販売店になるの

に、こちらから行って、大竹市内の建築屋さんが販売店になっとって、それをつけたら上

限12万5,000円いただけるというような方法にせんと、これは補助金幾ら出しても前向い

て進まんような気がするんですけど。これは考えてください。ちょっとお考えのほうを。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○讃井都市計画課課長補佐兼建築住宅係長 我々の大竹市で製品の評価をするのにちょっと

正直能力があるかどうか、そういうところでちょっと難しいんですが、東京都は自前でな

されてるんだと思います。一条工務店は、申しわけありません説明不足で、あくまでちょ

っと補助金の上限額の部分で一条工務店の製品が妥当であろうという形でちょっと上限枠

は組んでおります。先ほどちょっと申しましたように、物品の中には１つで40万とか、物

すごいような物品も、ベッドとか、机みたいなものもございまして、それも認められてる

ような事例があるんですけれども。ものであれば購入して設置するという形でできるんで

はないかと思うんですけれども、おっしゃるように工法に関しては、例えば、どこかの工

務店さんで、その耐震構造計算をされたような、その部屋だけを補強するような工法を、

どういう計算をされて、どういう認定をとるかという部分がちょっと大竹市で、独自でや

るというのは当面難しいんですが、いろいろ他市町の状況を見ながら勉強させてください。 

  以上です。 

○北地委員 ありがとうございます。どちらにしても国が認定したものを持ってきて、大竹

市の建築会社がしたということになれば、やはり補助金をもらわんと、国が認定しとるわ

けですから、そういうのがあれば今後前向きに検討して、補助金出せるようにしてもろう

たら市内の建築業者さんもできると思うんで、それなりにお願いしたいと思います。 

○和田委員長 他に質疑ございませんか。 

  はい、どうぞ。 

○長久土木課課長補佐兼維持係長 土木課維持係の長久です。 

  先ほど、委員が質問のありました入札結果の新聞の内容なんですけども、岩国大竹道路

小方地区地盤改良工事ということで入札の工事名出ております。 

  規模ですけども、工事延長が290メートル、主に道路工、地盤改良工、盛り土工、570立

米。掘削工で、地盤改良工、今行われとるくいのようなものだと思いますけれども、

290本。あと、排水構造物一式等になっております。 

  以上です。 

○和田委員長 ほかにないようでございますので、以上で第８款土木費、第11款災害復旧費

の質疑を終結いたします。 
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  続けて、第12款公債費の質疑に入ります。 

  １回目の質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○和田委員長 １回目の質疑を終結いたします。 

  ２回目の質疑に入ります。 

  質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○和田委員長 ２回目の質疑を終結いたします。 

  ３回目の質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○和田委員長 以上で、第12款公債費の質疑を終結いたします。 

  それでは、第13款予備費の質疑に入ります。 

  第１回目の質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○和田委員長 第１回目の質疑を終結いたします。 

  ２回目の質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○和田委員長 ２回目の質疑を終結いたします。 

  ３回目の質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○和田委員長 以上で、第13款予備費の質疑を終結いたします。 

  次の一般質疑に入る前に説明員の交代がありますので、暫時休憩いたします。２時35分

から。歳入一括質疑に入ります。 

14時24分 休憩 

14時36分 再開 

○和田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより歳入の一括質疑に入ります。 

  １回目の質疑はございませんか。 

  網谷委員。 

○網谷委員 歳入、25ページの、きのうの総務費の阿多田地区のフェリーの関係になろうか

と思ういますけど、まだ検討段階で余り聞くのも何なんですが、若干きのう、市民の方か

らちょっと質問があったんで教えてください。 

  離島航路県補助金1,268万6,000円ですね、県の補助なんですけど。これは51ページの一

般会計のほうの離島航路補助金2,537万3,000円、総務費ですね、こっちのほうに入るんで

すよね。 

○吉原自治振興課長 自治振興課の吉原といいます。 

  大変恐縮ではございますけど、質問の趣旨がちょっと、後ろにおりましてちょっと聞き
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取れなかったんで恐れ入ります。 

○和田委員長 もう一度お願いします。 

○網谷委員 25ページの総務費県補助金のほうなんですが、離島航路県補助金で1,268万

6,000円。これは一般会計の51ページの総務費の離島航路補助金2,537万3,000円ですか、

こっちのほうに入るんですかいね。今の県の補助金が。総務費のほうに。 

○和田委員長 はい、課長。 

○吉原自治振興課長 それでは、今の阿多田航路の県の補助金の関係でございますけども、

昨日、歳出のところでも御質問いただきましたけども、51ページのとこで金額を計上させ

ていただいてますけども、阿多田の欠損額、10月から９月までの欠損額、平成29年の欠損

額に対しまして、その欠損のうち国のほうで補助金というのが、もらえるものがあります。

その残りの部分を県と市で負担いたします。この御指摘いただいた分につきましては、ま

ずは市のほうで、昨日、委員のほうから質問がありました部分を市で払いますけども、そ

のうち県のほうで県の補助金としていただくものでございます。すなわち、阿多田島汽船

という会社がございますが、こちらのほうがどうしても欠損額が出ます。それを離島航路

が県内で何カ所かありますけども、そのうち大竹市の阿多田島汽船が一つ対象になってお

りますので、その欠損部分を国と県と市、割合的には本来であれば国のほうが２分の１、

残りの２分の１に対しまして県と市でそれを補塡するというものでございます。 

○和田委員長 網谷委員。 

○網谷委員 ありがとうございます。 

  それでですね、先ほども言いました検討段階で余り詳しいことも、執行部のほうもわか

らないと思うんですが、ちょっと聞いたところによりますと、前回のまちづくりの座談会

のほうで資料いただきましたよね。その中に阿多田汽船の更新について、座談会の説明で

は造船について検討するとなっておるんです。それで、状況とか内訳にちょっと詳しい内

容になりますと、それに充てるのが再編交付金、または独立行政法人の鉄道建設・運輸施

設整備支援機構の航路補助金となっとるんですが、これは航路補助金は国のほうの関係に

なりますと、運賃が上げざるを得んような格好になるんではないかというような意見をい

ただいたんですが、その辺のところちょっと教えていただいたらと思うんですが。お願い

します。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○吉原自治振興課長 鉄道建設・運輸施設整備支援機構、こちらのほうの補助金といいます

か、その援助をうけますと、どうしても運賃値上げというのがやはり前提として示されま

す。例えば、船ですけども、耐用年数は2,000トンを超えるか超えないかということなん

で、この阿多田島汽船の船につきましては、95トンでございますので、耐用年数は11年で

ございます。昨日申し上げましたように、14年目ということでございますが、この約30年

間、厳密には昭和60年の第一阿多田丸、当時が420円だったというふうに聞いております。

その後、約30年間で、現在、片道700円でございますので、約280円ほど値上げになってお

ります。これがどうしても支援機構のほうの運賃の値上げとして新船を購入するというこ

とになりますと、280円の中で180円につきましては、どうしてもそれで新しいものを入れ
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るのでどうしても運賃を上げるというのを全国的な傾向という中で前提になっているよう

でございます。そのほか運賃改定が50円、消費税の関係が決まりましたので50円というこ

とで、180円、50円、50円でこの約30年間で280円ほど上がったというふうに、私のほうで

調べているとそういう状況でございます。 

  以上です。 

○和田委員長 網谷委員。 

○網谷委員 今でさえ700円ですよね。今でさえ大変高いという意見がもう大半になるんで

すが、これ以上、上げるということになると、米軍関係もありますし、市民の方がどうい

う行動に出られるかちょっと想像つかんのですが。そういう意味からしましても、ちょっ

とこれは小耳に挟んだ話としましては、阿多田のフェリー代が、距離にしまして、他のフ

ェリーの距離に比べて少し高いんではないかという、こういう意見も聞いとるんですが。

いろいろこの近辺では、江田島なんかもありますし、岩国市なんかでもあるんじゃないか

と思うんですが、いわゆる距離的な感じで数字が決まってくるんだろうと思うんですが、

その中で阿多田のフェリーが、阿多田・小方航路になるんじゃろうが、距離に比べて若干

高いんではないかという指摘があるんですけど、その辺のところは何か執行部で聞いてお

りますか。聞いてないですか。ちょっと御質問いたします。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○吉原自治振興課長 阿多田島汽船のこの阿多田の航路というのが、他に比べてということ

でのお話だったと思います。現在、小方から阿多田の間が基本的に距離として補助で出し

てるのが9.65キロメートルで、700円ということで、1キロメートルあたり約72.5円という

ことになります。県内の離島の航路７航路という、先ほど申し上げたんですけども、確か

に委員言われますように、７航路のうちの幾つか、ちょっとかいつまんでお話ししますと、

大崎上島町さん5.5キロですけども、これは52.7円であるとか、尾道市さんあたりがやは

り直接運営しているもの、あるいは呉市、福山市、大体40円から60円というところが多く

ございます。もちろん距離的なもので、三角から久比まで1.25キロという短い分。ただ比

較が、高速艇というとこもございますし、一概にこの阿多田島のフェリー、先ほど申し上

げました72.5円というのが、これはフェリー１本でやっておりますので、そこら辺の、フ

ェリーということになりますと、やっぱり40円から60円の幅がございますが、それに比べ

て確かに従前から、過去の記録を見るとやはり確かに阿多田はちょっと高いですねという

のは記録としては残っているようでございます。 

  以上でございます。 

○和田委員長 網谷委員。 

○網谷委員 要するに若干高いということでございますので、その辺のとこもこれから考慮

していただきますようによろしくお願いします。 

  それと、先ほど申しましたように、この補助金の関係でいろいろ、かなりの事業費がか

かるもんですけど、いろいろな研究をしてもらわにゃいけんのですが、ただ、再編交付金

で賄うというたらおかしいんですが、これを活用すると今でいう鉄道建設のほうの補助金

ですか、航路補助金、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備機構の、これは今から研究せ



（30.３.16） 

－45－ 

ないけんのでしょうが、再編交付金は今でもずっと入ってきよるんですが、早い話が再編

交付金を100％充てるのか、今でいうこの国からの支援を受けるのか、その辺の、どちら

が有利というのもおかしいんですが、その辺のとこわかれば。再編交付金の場合だったら、

素人で考えても大竹市のほかの事業にも使えるし、ということもあるんでしょうが、国か

らの補助を受ければそれだけは助かるということでそのためにはいろいろな条件なりがつ

いてくると思いますが、その辺のメリットという点でちょっとお伺いしたいんですが、答

えられればお願いします。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○吉原自治振興課長 尾道市さんが平成26年に、今の阿多田と同じようなフェリーを公設で

つくっているというのが事業費として新聞に中国新聞に出てましたのをちょっと持ってる

んですけども、大体それが３億6,000万円余りかかっております。やはりかなりの高額が

かかるということの中で、ちょっと私の、きのうも申し上げたんですけども、事業費につ

きましてはということで、今、研究してるところで、どちらがどうというのはちょっと。 

  ただ研究の段階であれば、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備機構ＪＲＴＴさんとい

うのはあくまでも補助というものじゃなくて、事業者というのが仮に阿多田島汽船だとし

ますと、事業者とＪＲＴＴが要は費用を分担するということでございます。仮にというこ

とで御承知いただいて、仮に先ほど３億6,000万円と申し上げたんで、ちょっと数字とし

てわかりやすい数字として、仮にということで御承知いただいて４億といたします。４億

といたしますと、最大でＪＲＴＴのほうが９割、阿多田島汽船が１割、その建造を共有と

いう形で、船というのは建物と同じように登記をいたします。その登記をあくまでも共有

という形で、ＪＲＴＴと阿多田島汽船が共有しますということでございます。その事業費

の、今申し上げた９割をＪＲＴＴさんがお金を払っていくんですけども、阿多田島汽船が

それを今度ＪＲＴＴさん、先ほど申し上げた償却期間がありますので、11年間分割して、

ＪＲＴＴに払っていくと、そして１割残った段階で、阿多田島汽船の登記、阿多田島汽船

がそれを売却すれば売却益になります。それを結局、阿多田島汽船といたしましては、先

ほどの県の補助金のように損益、赤字が出ますので、今現在、仮に5,000万といたしまし

て、その11年間部分で、欠損額が出ました部分を、先ほど申し上げたように、国と県と市

が払っていくという形で、直接な補助ということじゃないわけでございます。そのかわり

ＪＲＴＴというのを使うと、いわゆる担保であるとか、いわゆる普通の場合のようにお金

を借りるというのがなかなか独立行政法人でございますので、そこら辺ＪＲＴＴがまずは

お金を払ってもらうと、その分を後から使用料としてということで共有、払っていくとい

う形です。 

  ＪＲＴＴのいいところは、独立行政法人でやっておりますので、さまざまな専門技術と

しては持ってますので、そういった支援であるとかいうのがありますが、やっぱり先ほど

委員が言われましたように、どうしても新しいものをつくるに当たって、運輸局あたりの、

例えばの話ですけども、大きな船をつくる、そしたら当然赤字が発生しますので、そんな

船は要らないでしょうとか、スクリューが２つ欲しいねと。今、ここの場合は波が高いと

か、さまざまな課題の中で安全装備というのが、14年目ですので、例え悪いですけど車で
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あれば10年前、バックモニターとかないような時代ですけども、やはり船に対しましても

10年もたちますので、そういった安全装備をつけようというのがなかなかＪＲＴＴさんで

は認めていただけないというのはあるようでございます。 

  それともう１点、ＪＲＴＴの場合は基本的に地元でこれからどのような形でこれを進め

ていくかということで協議会をつくるということが一つ前提でありますので、期間が大体

どうしても３年余りは最低でもかかるんであろうというところがございます。というとこ

ろで、期間の問題とかいう部分でありますけども、やっぱりそういう制度があるというこ

とだけで、ただ再編交付金になると、当然これは市が交付金いただきますので、なかなか

そういった中で我々のところにもそういった、先ほどＪＲＴＴの技術者が、我々はいるわ

けじゃないので、それをどこかに頼んだりとか、そのような課題があろうかと思います。 

  いずれにしてもまだまだ課題がたくさんありますので、ごくごく一部な部分ではござい

ますが、そういう形でお答えさせていただいてます。 

  以上でございます。 

○和田委員長 網谷委員。 

○網谷委員 ちょっとわかったようなわからんような、失礼なんですが。 

  要するに、わかっとることは、期間も若干おくれましたんですが、便数はもちろん今の

ままで、今のこの運賃が上がるいうことは、これはもう許されんと僕は思います。仮にこ

のＪＲＴＴを採用して、運賃をどうのこうの若干でもということになりますと、これやっ

ぱり市のほうから上がった分ぐらいは、そういうのもちょっと覚悟していただかんととい

うのが僕の気持ちでございますので。 

  それと同時に、これはどうしても時間は別にしてもやらにゃいけん事業であるのは確か

なんです。ということは、それに、目標に向けて交付金の基金とか、そういうのも考えて

ほしいというのもあるんで、そういう考えについてちょっと何かあれば。僕はそういうの

を積んでいけばその時期になったら資金的に少しは楽なんではないかということも思いま

して、ちょっと思ったんですけど。その時期についてちょっとコメントがあればお願いし

ます。 

○和田委員長 はい、部長。 

○政岡総務部長 再編交付金の活用という、可能か不可能なのかといえば制度上可能なんだ

ろうと思いますけど、減価償却費が発生するということにつきましては、再編交付金であ

ろうと、さっきのＪＲＴＴであろうと同様でございますので、みなし償却ができるかどう

かということは詳しくは承知してませんけど、当然、係る経費は余り変わらないんかなと

いう感じがします。再編交付金は一応、パイが限られてますので、再編交付金を使うか、

他の資金を使うかというところを、ほかに資金が、あてがあればそちらを先に使うという

ことが原則になるんだろうと思います。先ほど、仮ということで４億円という説明があり

ましたけど、４億円を減価償却丸々すれば11年ですか、４億円を償却するわけですけど、

そのうちの２分の１は国、赤字部分ですよね、赤字部分の２分の１は国、４分の１は県、

約でございますが期待できます４分の３程度、３億円程度は大竹市のほかのお金が期待で

きるということはありますので、そういうところをしっかり考えながら、再編交付金を使
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うかどうかということについては除外するわけではありませんけど、しっかり検討する必

要あるんだろうと思います。 
  基金ということでございますが、平成28年度ですか、あたたかあたた基金ということで

高齢者の移動支援とか、妊産婦の移動支援とかいうような形で、これは船賃の直接支援と

いう形で基金を活用するということは今現在もしておりますので、今後どのような形が望

ましいか、しっかり検討していくことになるんだろうと思います。 

  以上です。 

○和田委員長 網谷委員。 

○網谷委員 私のイメージばっかり言って失礼なんですが、定期船基金とか、フェリー基金

とか、それに特化したそういう基金を僕は考えとるんです。考えておったんですが。その

辺のところは執行部のほうが調整しながら考えていただければええことなんで、それをど

うのこうの、これをこうせにゃいけんとかいう問題じゃないんですけど、その辺のところ

は御理解ください。ということで、きのうも申しましたが阿多田も地域の方が本当に毎日

厳しい騒音、今でいうと爆音です。その中で生活しとるんですから、大変な犠牲を払うて

負担を負いながら生活しております。その辺のところはしっかり酌んでいただきましてこ

れからの、今からまたほかの要望も出てくる思いますが、よろしくお願いいたします。終

わります。 

○和田委員長 他にございませんか。 

  賀屋委員。 

○賀屋委員 それでは１点ほど、再編交付金の使途といいますか、資料要求させていただき

ましてありがとうございます。10年間にわたって再編交付金がどのように使われていたか

というのが一目でわかる資料だと思います。 

  この歳入に関しまして、再編交付金を34年度まで、今のペースで４億円程度入ってくる

わけですが、きのうの新聞に、中国新聞ですけども、新年度の再編交付金の記載がありま

した。岩国市は138億円余り、大竹市は４億400万円だったかな、そういう形で掲載されて

まして、これも平成34年度までの計画だけど、その平成35年度以降も国のほうは地元の要

望に応じて拡大、または延長について約束をしてるというような言い方がありました。新

聞記事では。その辺をうのみにしていいのかどうなのか。議会としても議長さんを初め、

この議会活動の中で、そういった要望もしてきてるわけですけども、その辺の新聞報道を

そのまま期待して歳入を見込んでいっていいものなのかどうなのかというのを議長さんに

聞いたほうがいいんですか。まず、執行部のほうでどういうふうに把握されとるかという

ことを。ことしの初めだったですか、去年の暮れだったですか、国のほうからも一定の理

解を示すというような話も出ていたようには思いますけども、そのあたりどういうふうに

認識されてるかお願いしたいと思います。 

○和田委員長 はい、部長。 

○政岡部長 ただいま新聞確認しますと、再編交付金を22年度に期限を迎えるが、国は延長、

増額を確約しておりということで、今こう書かれておりますけど、このことについて確認

できましたら直ちに議会に報告をさせていただいてるはずです。ですので、我々自身とし
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てこの大竹市にとって期間の延長というのは以前に沖縄の関係で延長になってますけど、

増額ということについて確約という形は、今現在、受け取っておりません。執行部としま

しても防衛を初め、延長についての配慮をお願いしております。議会のほうも先日要望書

の提出をいただいたとこでございます。これからしっかりこの取り組みについては続けて

いく必要があると思っております。 

○和田委員長 賀屋委員。 

○賀屋委員 報道のほうが先にそういう形でされますと、これを読まれた市民はああよかっ

てねと、引き続いて延長もされるし、また増額もされるんかねというふうに一安心はされ

ると思うんで、中国新聞さんのほうが応援してくれたのかなというふうにも思いますけど

も、できるだけ実現できるように、しっかりフォローもしてもらいたいというふうに思い

ます。 

  以上です。 

○和田委員長 他にございませんか。 

  山崎委員。早く手を挙げてください。 

○山崎委員 資料ありがとうございました。大竹市公立・私立保育所の児童数及び職員配置

の資料ありがとうございました。きちっと数字を入れていただいて参考にさせていただき

ます。 

  大竹市の公立保育所の再編・施設整備計画（仮称）というものについては、ことしの３

月の一般質問でも取り上げまして、年度中にはつくって発表するというお話でありました。

それがこの26日ごろに発表されるんだろうと思うわけでありますが、ところで、小方小学

校跡地のにぎわいゾーンの検討業務の委託というのもやっぱり26日にということでありま

す。大竹市公立保育所等再編基本計画事業でありますが、これは大竹市全体の保育をどう

していくかということだと思うんで。それと、小方にぎわいゾーンの整備の業務の委託と

いうものが同時に出てくる、そういったことで私は整合性がどういうふうにとれるんだろ

うかという疑問を持つわけでありますが、ここの点について、どういうふうに整合性がと

れるかということについて。 

  ここで質問しちゃいけんの。違う。失礼しました。歳入ね。後にさせて、ごめんなさい。 

○和田委員長 １回目の質疑を終結します。 

  議長。 

○児玉委員 先ほどの賀屋委員、再編交付金のことなんですけど、あるいは延長の確約の間

に協議することというのが入っております。延長を協議することを確約するというふうに、

協議が入ってなければ延長を確約するになるんですけど、私はそういうふうに認識してま

すんでこれから先もそういった再編交付金をいただけるように頑張っていきたいと思いま

す。済みません、つまらんこと言いました。 

  固定資産税のことなんですけれども、以前にもちょっと聞かせていただいたことがある

んですけど、国交省の地籍調査状況マップで、大竹市は休止中で65％、あと近隣の市町は、

廿日市も調査実施中、和木町は全域完了、岩国市も調査実施中というふうになっとるんで

すけど、これは調査はいつ、今後進めていくんですか。地籍調査。 
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  それとちょっとついでに言います。ちょっと気になったことがありまして、地籍調査、

登記地籍が減少した場合は減少後の地籍で課税し、逆に増加した場合は調査未実施の土地

と税負担の公平性の観点から、固定資産評価基準中の例外規定を適用し、市内全域の調査

が完了するまでの間、従前の地籍で課税を行うというふうに書いてあるものがあるんです。

ということは、古い時代に自分ところの土地が仮に100坪あったと、今後、地籍調査をし

たけど120坪ありましたよと、それは地籍調査が全部終わるまで100坪で課税をしましょう

という例外があるらしいんです。それを考えますと、大竹市が地籍調査を完全に済むまで

は、120坪があっても、昔の100坪のままで課税がされるということになると思うんです。

というふうに書いてあるんです。これホームページで出したんでこれが本物かどうかわか

らないんで、ほんとかどうか大竹市はどういうふうな基準になっとるかわからんのですけ

ど、ここのところちょっと教えてもらいたいんで質問したんです。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○池田市民税務課長 現在、固定資産税のほうの課税としましては、一応、台帳課税主義と

いいまして、登記地籍で課税してるという現状でございます。ですから登記の地籍があり

ますけどもそれの登記簿にある地籍で課税してるという現状で対応しております。 

○和田委員長 議長。 

○児玉委員 それで、大竹市は地籍調査半分しかしてないですよね、まだね、65％。だった

ら65％地籍調査が完了しとるのが、120坪あっても100坪分しか課税されてないのかと聞き

よるんです。 

○和田委員長 議長。 

○児玉委員 ちょっと今後調べてください。やっぱりたくさんの土地持っとる人からたくさ

んもらわにゃいけんし、地籍調査をしたらたくさん課税がかけれるんなら、なるべく早く

地籍調査をして、税収もいただかにゃいけんことですんで。その点、また後、教えてくだ

さい。今わからんようなんで。お願いします。 

○和田委員長 部長。 

○香川市民生活部長 大変申しわけありません。ちょっと情報がわからなかったものですか

ら、再度また、後ほどちょっと見せていただいて確認をさせていただければと思います。 

○和田委員長 他に質疑はございませんか。 

  山崎委員。 

○山崎委員 再編交付金に関連して。 

○和田委員長 どうする、２回目にする。２回目にしんさい。 

  それでは、１回目の質疑を終結いたします。 

  ２回目の質疑に入ります。 

  はい、どうぞ。 

○山崎委員 再編交付金に関連して伺うのはええんかいね。 

  米軍再編交付金に関連して伺います。中国四国防衛局などが、大竹市にいろいろ訪問し

て、伝達をされたり、あるいはお話をされたり、口上したりというようなことがあろうと

思うんですが、そういった場合の記録ですね、これは市長部局のほうでとっておられるん
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かどうかということをお伺いしたいと思います。実際にはどういう処理をなさっていらっ

しゃるのかということについてお伺いします。 

  それから、米軍や自衛隊などの航空機事故が最近とみに起こっておりまして、２月中旬

には三沢基地でも大変な事故が起こりました。これもいけん。それじゃあ済みません。 

  国の新税というのが最近とみに、旅行税とか、あるいは森林環境税というのが言われて

おります。この森林環境税については特に大竹市民の方々の、実際に、現在今、500円の

ひろしまの森づくり県民税を払ってますので、これに新しく森林環境税が賦課されるとい

うことになると、これ大体1,000円と言われておりますけども、同じ目的の税が２つ、大

竹市民にかぶさってくる。県民はそうでありますが、広島県全体が県民税払ってますんで、

そういった意味においては同じ趣旨の税金が２つかぶさってくるということになりますが、

この森林環境税は自治体に配るということでありますから、当然、大竹にも頭数で、

1,000円の頭数だけ分ぐらいは来るんかなと思うんでありますが、この部分について、目

的は同じで税金２つ係るということについては税務の担当者としてはどういうふうに考え

てらっしゃることかということを一つ伺いたいんであります。お願いします。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○池田市民税務課長 ひろしまの森づくり県民税につきましては、１人当たり500円。また

森林環境税につきましては、平成36年からというふうに、先ほど委員おっしゃられました

ように、年税額が均等割として1,000円ということでございます。森林整備、要は山のほ

うも荒廃してる、あるいはそういった担い手がいない、そういった所有者不明の森林も出

てくるといったことから、目的としてはほぼ一緒ではないかなというふうに思いますけど

も。この森林環境税、まだ詳細のほうが未定でございます。平成31年度に森林環境譲与税

として各市町のほうに交付されるということにはなっておりますが、これも法律上使途が

決められて、目的のほうが決められてるというふうなところで、性格的にはほぼ一緒の感

じかなというふうに認識しております 

  以上です。 

○和田委員長 山崎委員。 

○山崎委員 それでは、市税収入の見込みという資料をいただきましてありがとうございま

す。平成29年から平成35年までいただきました。表紙に、いつも決算予算ではいただく資

料でございますが、そうはいいましてもいただくたびに数字が変わっておりますから、驚

きがあるわけですが、全体的に見ますと非常に、これ概算で大体こういう方向ですよとい

うことなんだろうと思いますんで、これを全てうのみにするということではないんですが、

全体としては、税収も落ちていくという状況のようであります。平成29年度を100％とし

た場合には、順次、平成30年が97％、平成31年が96％として、平成35年には87％分しか市

税収入がないという状況で、これでは試算をされております。そういった意味においては、

税収入が落ち込みながら推移するんだろうというふうに考えるわけでありますが、さりと

て今までの資料を見てみますと、結構この数字ほどには落ち込んでないということであり

ますから、いろいろその辺のところは、財政の方としても苦労があるんだろうと思いなが

ら拝見させていただきました。 
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  ６年間を通じて、個人市民税が手がたく推移しとるんでありますが、法人市民税は１億

5,000万円という形で減収になっております。落ち込みの大きいのが固定資産税ですが、

やっぱり６年間で５億3,000万円減ということで、やっぱり固定資産税の償却という部分

が非常に大きいのかなというのを感じました。それで、法人は景気が上向いて業績が上が

っとるというふうに、いろいろ新聞等でも報道があるわけでありますが、法人の繰越欠損

金の制度そのものが、以前からの欠損金をずっと持ち越しておると、そのことで結局、欠

損金を繰り越して償却するもんですから、税収の増加につながらんということになってお

るんかなと思います。そういったところで、リーマンショックは平成20年だったと思いま

すんで、もう大方10年経過はしておるんですが、この辺のところの判断としてはどういう

ふうに考えてらっしゃるか、ちょっとありましたらお伺いします。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○池田市民税務課長 今、委員おっしゃられました税収の分析、委員おっしゃられるとおり

でございます。ただ、市民税の個人分につきましては、市内の企業につきましても景気の

持ち直し、あるいは企業所得者を中心に収入が伸びてるというようなところで、増額とい

うふうにしておるわけなんですが、また、納税義務者のほうも平成27年から平成29年にか

けましてわずかずつではありますがふえております。ただ、これは景気に左右されるとこ

ろも大でありまして、平成31年以降はかために踏んでいるというところで、同額で計上し

ているところでございます。あと、法人につきましては、毎年11月に企業実態調査等を行

っております。また一方で法人税率の引き下げが、平成31年10月１日以降の開始する事業

年度から引き下がるというようなことで減少傾向ではないかなというふうな見込みをして

おります。あと、固定資産税につきましては、先ほどおっしゃられましたように下落傾向

といいますか減少傾向ではあります。土地につきましても地価の下落、あるいは税収で下

がっていくと。家屋につきましても評価がえの年は経年減価で落ち込み、２年次、３年次

には新築・増築分がふえてくる。償却につきましても、これが一番税収分で大きいかなと

いうふうに理解しとるわけでございますが、景気動向、あるいは企業の経営戦略により、

大手企業が新たな設備投資を行うことになれば税収もふえてくるんではないかなと。ただ

現時点でそういった情報も持ち得ておりませんので、減価償却により減少していくのでは

ないかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○和田委員長 山崎委員。 

○山崎委員 ありがとうございます。個人市民税がコンスタントンにずっと経年でほぼ同じ

金額を維持しておるということにおいては、個人の市民税というのは非常に行政にとって

は重要な税金なのだなというのがこの表を見たらわかります。またぜひとも、景気が上向

いてこれから企業に投資をしていただいて、また償却資産をふやしてもらわんと税収が上

がってこんということのようでございますので、しっかりと経済の動向を見ながら、企業

の動向を見ながら一緒に研究してまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。終わ

ります。 

○和田委員長 他にございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○和田委員長 ２回目の質疑を終結いたします。 

  ３回目の質疑に入ります。 

  ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○和田委員長 以上をもちまして、歳入一括質疑を終結いたします。 

  これより歳入歳出全般にわたる総括質疑を行います。 

  １回目の質疑を行います。 

  賀屋委員。 

○賀屋委員 それでは、先ほどの再編交付金の件でございますけども、資料を出していただ

いた中で、全体的には今まで、トータルでいけば45億5,200万円余りの再編交付金をいた

だいておるということでございまして、そのうち、ずっと各年度ごとの取り組みいいます

か、充当事業をずっと見てみますと、いわゆる基金の積み立てという部分の項目が各年度

ありまして、当然必要な基金ということで積み立てられてますけども、その積立額が全部

で22億1,100万ぐらい、半分近いのが基金という形で執行されておるようです。この基金

という形で、非常に使い勝手もいいんでしょうけども、新たな事業展開をする上で、基金

という形で事業名を出して、それをうまく使っていくというこのやり方、これからもうま

く利用していただければいいと思ってます。 

  今までの予算審議の中でちょっと抜けてるといいますか、予算的に配分が薄い部分は、

河川のしゅんせつの事業であったり、あるいは道路の維持費であったり、そういった全体

のインフラ施設の維持管理に要する費用がどうしても余り予算配分が厳しい状況がずっと

続いてるというふうに思うんですけども。できれば新たなインフラ整備基金のような維持

管理基金ですか、そういったものを再編交付金のこの使途の中に項目をつくっていただい

て、ある程度自由にということはないですけども、必要な箇所を優先順位をつけて市民の

安心・安全のために事業が進捗するように、促進するように予算取りをとっていただきた

いというふうに考えますけども。この基金のといいますか、事業化、こういう基金をつく

ろうという発想というのはどこからスタートするんですか。この議会のほうが提案して、

じゃあそういう基金をつくろうということでできるのか、それとも執行部のほうでここへ

基金を立てようということで、今までは進められたんだろうと思いますけど、そのあたり

可能かどうかコメントがあればよろしくお願いします。 

○和田委員長 はい、課長。 

○三原企画財政課長 再編交付金で使える事業ということなんだろうと思います。基金にす

るにはどういったものがあるかということでは、まずソフト事業を、ずっと使っていきた

いと思っている、続けていきたいと思っているソフト事業、あとは学校などに代表されま

す複数年で行うハード事業。こういったものに基金を、今まで充てております。今、賀屋

委員が言われました経常的な事業ですね、修繕なんかの経常的な事業、こういったものに

ちょっと充てれるかどうかというのは確認が必要かと思っております。 

  ここで今やっているのは、市独自の事業とか、そういったものになっておりますので、
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普通の経常事業というものは、着々と市がやっていくものということで、これなかなか充

てられない可能性があると考えております。 

○和田委員長 賀屋委員。 

○賀屋委員 せっかくいただいた再編交付金ですから、有効に使っていけるようにそのあた

りを協議していただいて、できるだけいろんなところで活用できるように、そういう基金

を整備していただきたいというふうに思いますんでよろしくお願いします。 

○和田委員長 他にございませんか。 

  藤井委員。 

○藤井委員 先ほどちょっとだけまだ質問が残っておりましたんでここでやらせていただき

ます。 

  大竹駅の周辺整備事業のことなんですけれども、平成６年度の費用便益費のＢ／Ｃが

6.01、平成29年度のＢ／Ｃが2.22ですか、非常に下がっておる。しかもこれから供用でき

るまでには五、六年かかるわけですよね。先ほど、ここの資料見てますと、大竹の市民税

が年間53億円、これは平成30年度の予定ですよね。という計算をみれば、この53億円をそ

っくり大竹駅の整備事業に使って、今から五、六年先に供用開始ということになるのに対

して、現在の、平成29年度のＢ／Ｃが2.22だから、これはもうそれしか計算の方法がない

から進まにゃいかんのだということだろうと思うんですけれども。私はその先を心配しと

るんです。数字にも出てこんし、誰にもわからんわけです。これだけの大金をかけてやっ

てみて、失敗で終わりましたいうたらこれはもうどうしようもないわけですから。また大

きな借金抱えるんで。そういったことを私は心配して先ほどから質問したんですが。これ

は担当部署の方にもわかりませんので回答は求めません。ただ、私が個人的に考えてる大

竹駅前のほうの交通の便に対して考えを持っておりますんで聞いてください。御意見があ

ったら市長さん回答してください。 

  限られた予算の中で市民が安心・安全に暮らせるまちづくりを構築していくには、切る

ところは切り、少ない費用で効果の上がる施策を予算化しなければなりません。平成30年

度予算審議の中でも、私は多くの意見を述べました。職員の方は誠心誠意よく答えていた

だいたと、うれしく思っております。細かいところまでよく勉強されてるという印象を持

っております。ありがとうございます。 

  ただ、ただいまも申しましたように、大竹駅周辺整備事業が一番心にひっかかっとるわ

けです。どうなるんじゃろうかと。やるのはやる方向でいくんでしょう。継続予算を書か

れておりますから。でも、決めたことじゃけえ絶対やらにゃいけんのかもしれませんが、

私は途中でやめるのも、ちいとは損をしても今のけがの少ないうちにやめとくのも、これ

も一つの考えじゃないかと思ってます。 

  ＪＲの駅構内ですね、ここのバリアフリー化とエレベーターをつけることによって、た

ちまち今困ってる人たちは安心・安全して駅、利用することができるんです。和木の駅ま

で行くことはない。玖波でこっちにおりにゃいかん。というようなことも解決できるんで

す。それで、大竹駅の利便性が何で悪いかというのを考えるんです。そうすると、青木線

が今、川のほうに向かっていったらある企業の社宅のとこで右折してますよね。それから
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また左へ回るとそこが非常に狭い、ネックになっとるわけです。あそこの家の１軒を何と

かしていただきたいなと、そうすれば青木線をすうっと通って、現在ございます大竹市道

のＪＲのアンダーですよね、これを一気に車がこう抜けることができるんです。栄町行く

こと簡単にできますよ。国道２号線へも出れます。私は大した費用はかからないと。 

  それともう一つは、道路の名前がわからないんで申しわけないんですが、大竹駅から油

見に向かって都市計画道路が行き詰まってますよね、これも。ここ開通してくださいよ。

そして、大竹の小中学校の前の大きな道に、あと100メートル足らずつないでいただいた

らすごく利便性が上がるんです。大竹市内を車が循環できますよ簡単に。緊急災害時でも、

今は緑橋１本しかございません。でもアンダーが使えるようになります。私はこれを、無

理にあそこを、今どんどん人口が減っている中で、自由通路をつけるのはどうかなという

疑問を持ちながら議会に臨んでおりますけれども、今、私の個人的な考えを述べましたけ

れども、何か御意見がございましたら、入山市長、一つお願いいたします。 

○和田委員長 市長。 

○入山市長 ありがとうございます。藤井委員には質問の最初のところに、何をもたもたし

とる早うやれやという御意見もいただきました。大変ありがたいなというふうに思いなが

らも、今回は途中でやめて踏みとどまれという御意見もいただきました。いつも、先に進

むことは危惧しながら、考えながら物事は進めていかなきゃならないと思います。 

  青木線道路につきましては、早くにあのアンダーを通るようなことで事業計画をし、進

めたわけでございますが、地権者の問題がございます。行政では強制収用はできるような

仕組みはまだあそこの道にはございませんので、お願いをし続けるということでございま

す。ぜひこれからも委員の皆様方が、知り合いの方でお力をいただけるのなら、ぜひお力

をいただきたいというふうに思います。大変、折衝に難航いたしているというような状況

がございます。 

  それから油見に向かっての道につきまして、私就任した当初、あそこの道の入り口のと

ころが買うチャンスがあったんですが、すぐに買ったらということで話をしましたが、こ

のときの土地開発公社の財政状況、それから大竹市の財政状況、いろんなことで踏みとど

まってしまいました。土地というのは買うときに、チャンスがあったときに買わないと、

次のときに買うことが大変難しゅうございます。これは新町３丁目のところでもやっぱり

同じ問題が起こっておる。そういう意味でチャンスがあったときには土地はすぐに買いた

いという思いはありますが、大竹の財政状況を考えながら、また土地開発公社の今の状況

を考えながらやると、大変そこのことが動くのが難しい状況があります。そういう意味で

早くに大竹駅の橋上化をし、自由通路をつくり、栄町の地価評価も上げて、ウベコンの跡

地についても地価評価が上がるような格好で、一般会計の負担ができるだけ少ないような

格好で売却できるようなこと。それから北栄の開発公社が持ってる土地についても、全体

的に購入して、東口ができることによってあのあたりも非常に便利になってまいります。

貴重な準工業地帯でございます。そういう意味で、できるだけ将来にわたってその辺のこ

とが先に進められるようなこと。そういうことを進めてまいりたいという気持ちで、今、

ＪＲと最終的な交渉に入ってますので、間もなく市民の皆さん方にきちっとした形で公表
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できるというふうに思います。 

  Ｂ／Ｃという国土交通省のやり方の便益の計算は、まちの品格、まちの便利さ、まちの

よさということについては大きく余り数値にあらわれてきません。次の、将来の子供たち

が本当に胸を張って、大竹我がまち、いいまちだと、誇りに思えるようなまちをつくる、

そのことの思いで大竹駅進めてまいりたいと思いますんで、御理解のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○和田委員長 他にございませんか。 

  山崎委員。 

○山崎委員 先ほどの保育所の問題、続けてやりたいんでありますが、資料ありがとうござ

います。平成29年度の大竹市公立・私立保育所の児童数及び職員配置ということで資料を

いただきました。 

  大竹市の保育児童は、平成18年の590名から、平成22年ごろに一時期500名まで落ち込み

ましたが、近年は600名超えを果たしておりまして、昨年、571名と、前年比38名、久しぶ

りに減少という状況になりました。そういったところで、保育所の児童数等を、この表を

いただきました12ページ、資料集の12ページでありますが、全体的に見ますと公立保育所

の定員は大分下回っておるけれども、私立の保育所はどちらかというと３園のうちの２園

までは定員を上回っておるといった意味で、保護者としてはできれば公立保育所に入れた

いというのが素朴な気持ちだろうと思うんであります。それは私立も公立も差別はないよ

ということはありますけれども、やっぱり公的な保育施設でしっかりと安心な保育を提供

していただきたいというのが、保護者としては素朴な気持ちだろうと、私は思うんであり

ますが、そういった中で、公立保育所の充足率と、私立保育所の充足率が、ちょっと差が

あり過ぎるような気がするんですが、この部分についてはどういうふうに判断してらっし

ゃるかということを一つお願いします。 

  それからもう１点は、私立保育所と公立保育所の職員さんの正職と臨時職の職員さんの

差でありますが、公立保育所のほうの正規職員さんが24名ですが、臨時職さんが27名。私

立のほうは正職が43名ですが、臨時職が６名という状況になってます。このことは昨年の

一般質問でも私取り上げて、臨時職と正職の比率をもう少し改善したらどうかというお願

いをしたんでありますが、そういったことについてはやっぱり安心・安全な保育を保障し

ていく、質のいい保育を守っていくという意味においては、ぜひ検討に値するんじゃない

かと思うんですが、この辺につきましてどういうふうに考えてらっしゃるかお伺いします。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○金子福祉課長 それでは、１点目の入所者の割合についてからお話しさせていただきたい

と思います。 

  確かに今年度につきましても、当初、資料でお示しいたしましておるとおり、一部私立

につきましての充足率のほうが高いのは事実でございます。こちらのほうの理由といたし

ましては、私立保育所が持っておりますサービスを保護者の方が御利用を御希望されたと

いうことと理解しております。 

  ２点目につきまして、公立保育所における正規職員と臨時職員の割合についてでござい
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ますが、委員御指摘いただきましたように、現在、公立保育所につきましては、正規職員

の割合が約４割となっております。御存じのように、以前、公立保育所の再編をするとき

にどうしようかという点で、民間に委託するということがありました関係で、正規の職員

を雇用するのを一時控えていた部分の影響が今出ているものでございますが、おっしゃい

ますように５割程度は正規の職員がいてくださるものと思っておりますので、昨年、一昨

年、今年度につきましては、徐々に正規の職員を入れていただくようにしておりますとと

もに、先ほどお話しくださいましたように、再編につきまして、今後、公立保育所をどの

ように再編していくかによって、またこちらの割合も変わってくるものと思っております。 

  以上でございます。 

○和田委員長 山崎委員。 

○山崎委員 ありがとうございます。ぜひ新しい再編の方針におきましてもそういったこと

をこれからつくっていきながら、より質のいい保育を目指していただきたいということを

お願いしておきます。それから先ほどの、私立のほうがサービスが充実しておるというこ

とにつきましては、事実そういうことがあるのかなという気もしますが、さりとて公立と

してもやっぱりそういったサービスを充実させるような保育を、これからつくっていく必

要があろうかと思いますので今後の検討課題としてよろしくお願いいたします。 

  次に、学校給食の問題をお願いいたします。 

  いよいよことしから岩国市で再編交付金を活用した小中学校の学校給食費の無料化が実

施されます。これも一般質問で私取り上げましたですが、和木町は既に実施しております。

そういった意味においては、この大竹市もひとしく米軍の騒音の被害を受ける、そういっ

た意味での再編交付金が支給されておるんだろうと思うんでありますが、ぜひ、大竹市の

子供たちにも無料で給食費が支給できるようにしていただけたら、給食が支給できるよう

にしていただけたらというふうに考えますのでよろしくお願いいたします。その点につい

て教育長は、学校給食は保護者が負担するようになっとるんだということでいつもお叱り

をいただくんでありますが、確かにそういう給食法があるやには伺っておりますが、ぜひ

そういったところを乗り越えて、お願いをしたいということをあえてお願いしておきます

のでよろしくお願いします。 

  それで、保護者が負担する給食費の月額平均というのが、小学校で4,300円、中学校で

4,900円ということであります。これ、無料化できれば年間５万円程度の負担軽減になる

ということで、子育て支援には大きな力になるんだろうと思います。私が当初、議会一般

質問で取り上げたときには50自治体が無料化ということでお話をしました。２回目の取り

上げたときには62自治体ということでありましたが、昨年９月の21日には全国で83の自治

体が給食を無料化しておるということでありますので、この給食無料化については全国的

に広がりつつあるということでございますので、まして大竹市の場合は隣の２市が続けて

やったということの中でこれから大竹に子育ての若者が移住してきていただけるためにも

必要な施策じゃないかと思いますんで一つ前向きに検討をお願いして、教育長ええ返事い

ただけそうではありませんので、次に行きます。 

  続きまして、母子・父子の自立支援事業、81ページでありますが、経済的貧困状態の子
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供が増加しているということに、特にひとり親家庭の子供６人に１人の子供が経済的に貧

困の状態ということであります。ひとり親家庭の貧困率が54.6％、約半分の世帯が122万

円以下ということでありますから、大変厳しい生活をしていらっしゃるというふうに思い

ます。ぜひ、この部分についてもしっかりと貧困の対策をしていただきながら、子供・子

育ての若者がこの大竹にしっかりと根づくような施策をつくっていただきたい。これにつ

いてもええ返事をいただけんようなので、意見だけ言うときます。 

  たくさん意見あるんですけども、あともう一つ、ぜひともお願いしておきたいのが、こ

の生活保護の問題であります。全国的には、この生活保護というのは非常に、いただくほ

うが、生活保護を受ける方がバッシングを受けるという状況でありますが、厚生労働省の

調査によりますと、平成28年度の生活保護の受給世帯、不正受給者が４万4,466件という

ことでありまして、金額にして約２億3,000万円増加したと、前年度より。ところで、平

成29年の生活保護人員は212万5,803人でありますから、保護世帯164万2,274世帯というこ

とでありまして、世帯数で割っても不正受給というのは0.027％ということであります。

もちろん不正受給が悪いという意味で申し上げるんじゃなくて、要するに不正受給という

のは0.027％しかないんですよということでありますから、不正受給を殊さら大きく取り

上げることによって生活保護バッシングはぜひ私たちも控えにゃならんのじゃないかとい

うことが、きょうお願いしたいことでございます。そのことについて御意見、これはちょ

っと伺いたいと思いますんですがどうでしょうか、よろしくお願いします。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○神代福祉課主幹兼保護係長 保護係の神代と言います。 

  ちょっと答えになるかどうかわからないんですけども、保護受給者は保護費以外に収入

があった場合は、福祉事務所に申告をしなければならないということになっております。

本市の不正受給は、平成27年度が２件、平成28年度が３件、平成29年度も１件、ごめんな

さい今はっきりわからないんですが、１件程度あったというふうに認識しております。就

労収入の未申告や、新たに受給することになった年金収入、保険の給付金等を申告をして

いないケースが、原因としては多くなっております。不正受給といっても本人が意識して

不正をするか、もしくは瑕疵により結果的に不正になってしまったかということがあるか

と思います。ですんで、その辺も所管 

課としては見きわめて、そういった指導を、保護受給者の方の指導に努めていきたいと思っ

ております。 

  以上です。 

○和田委員長 山崎委員。 

○山崎委員 担当課の大変的確な御答弁をいただきましてありがとうございます。大竹市大

体生活保護者が200世帯ぐらいあります。そういった中で、先ほど報告がございましたよ

うに、２件、１件、３件という状況でありますから、この生活保護の不正受給そのものが

そんなに多いということじゃないんですが、そのことを殊さら取り上げることによって生

活保護が申請しにくくなるという社会的な風潮があるということについては、ぜひ私たち

も考えていかにゃならんだろうというふうに考えておりますので、ぜひともよろしくお願
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いいたします。終わります。 

○和田委員長 他にございませんか。 

  大井委員。 

○大井委員 この主要事業の中の13ページの、ひろしま森づくり事業ですけど、これ各部署

にわたっておりますんで、済みません、それぞれの部署からお聞きしたいと思います。 

  今回は亀居公園を、周辺をということで983万3,000円ですか、この予算がついておりま

す。これは当然公園の周辺をきれいにするということ、あるいは公園そのものを整備する

ということ、その中でまた野猪等の被害、そういうものも含めるということ。いろんな目

的がこの事業には、産業振興課ではあるんですけど、目的があろうかと思ってます。 

  今までに、こういう事業に取り組んでいただいたんですが、私のところにもいろんな人

が来られるのが、イノシシが出たとか、やれ猿が出たとか、私は田舎におりましたんでそ

んなに珍しいことじゃないんですけど、こちらの人にとっては驚きと怖さとあるようなん

です。それで、皆さんが言われるのが、もちろん自分らのことも怖いし、お墓参りのとき

その目の前をイノシシが走ったとか、３頭ぐらい走ったとかといろいろ。それはもちろん

自分たちの怖さもあるんだけど、とにかく学校の通学の関係があるんだと。だからこちら

が何かしたら、子供たちがもし何かのそういう、イノシシとかそういうものに襲われはし

ないかというそういう心配があるんだという、ぜひ市役所のほうに行ってくださいという

ことで、私今まで聞きましたら、担当課の課長さんも日曜日とか、前の課長さんも日曜日

とかに出てこられて、出てこられたころにイノシシは待っておりませんのでいませんけど。

そういう休みの日も出てこられたということも何かあります。ちょっと聞いたところによ

りますと、私もそういうこと詳しくないんですが、昨日、山崎委員も、今のにも、猟友会

の関係のことを言っておられましたけど、これが確かかどうかわかりませんけど、今の亀

居公園が非常に木が生い茂って、あそこがひょっとしたらそういうイノシシ等の仮住まい

になってるんじゃないだろうかと。だからあそこに10頭前後のイノシシが来るんじゃなか

るまいかと。普通は山の一番上のほうまで上がって、そちらで寝るといいますか、自分の

住みかになっとるらしいんですが。人間が危害を加えなければ、ああいう亀居公園みたい

なとこに仮住まいをつくるらしいんです。恐らく10頭近くがあそこら辺におるんじゃなか

るまいかという話なんです。先ほども言いましたように、いろんな危険性がありまして、

今回この事業をしていただくことによって、ひょっとしたらそういうことが防げるんかな

と思っておるんですが、この事業は何年計画でされて、どういう、周辺と書いてあるんで

すが、中の辺までやられるのか、何年ぐらい続けてやられるのか、その辺をちょっとこう

済みません、お聞きします。 

  それから、先ほど言いました、最近その教育委員会のほうにそういうイノシシ等の被害

等があって、前の野崎総務学事課長のときに私何回か出たらしいから教育委員会からすぐ

学校のほうに報告してくださいというようなことも何回かお知らせしたことあるんですが。

今、そういうような報告もあるのかないのか。それから、そういうものが今の産業振興課

のほうに入っとるのかどうなのか。それから今の亀居城をどういうふうな形で、何年間ぐ

らいやろうとしてるのか、その済みません、３つよろしくお願いします。 
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○和田委員長 はい、どうぞ。 

○高津産業振興課長併任農業委員会事務局長 産業振興課長の高津です。 

  森づくりの事業でございます。亀居公園の整備のことなんですけども、確かに委員さん

おっしゃいますようにイノシシの住みかになってるといいますか、本年度も２～３回、実

は呼び出しとかが休みの日にありまして、現場に行きました。もう委員さんおっしゃるよ

うに現場に行ったら何もないと、どっか逃げとるという状況でございます。確かにあの辺

にイノシシがでるという実情ございます。そうした中で、亀居公園の今の竹林とかこうい

ったのもかなり生えてますので、そこを整備して、除間伐をして、見通しをよくすること

で、そういうイノシシとかそういう鳥獣対策につなげていきたいという思いでございます。

それともちろん景観のこともございます。桜の名所でもございますので、そういうことも

合わせて、桜の木も弱ったりしておりますので、そういったことの植えかえとか、そうい

ったことももちろん重要なことでございますので、そういったこともやっていきたいとい

うふうに思っております。一応、整備期間につきましては、今年度、来年度、再来年度、

３年ぐらいを今想定しております。 

  以上でございます。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○真鍋総務学事課長兼こども相談室長 総務学事課長の真鍋でございます。 

  イノシシとか、あと熊も含めまして数件、そういった情報が本年度もありました。すぐ

に産業振興課のほうからこちらのほうに連絡が入るということもありますし、あるいは、

子供、保護者からの目撃情報とかもあります。どちらにしてもそういうのがありましたら、

こちらも産業振興課のほうに連絡をとると、情報が入り次第関係学校のほうには連絡を入

れるということで、特に、イノシシであれば、要は興奮させないように、子供が出会って

も石を投げたり、大声を出したり、ウリボウがいても近づかないようにとか、そういった

具体的な指導を学校のほうにしております。 

  以上でございます。 

○和田委員長 大井委員。 

○大井委員 ありがとうございました。よろしくお願いします。 

  次に、この主要事業の中で予算化はされてないんですが、先般、協議会のほうで福祉課

長さんのほうから、障害者の拠点づくりということで、松ケ原地区ということで、私も障

害者の拠点をつくる、平成29年度末までにということで通達が来ておりまして、全国的な

拠点の進捗率みたいのは五、六％なんですよね。だから、もっと急ぎなさいというような

また通達が来ただろうと思って、それの取りかかりで今回こういう事業をこの中に上げら

れたんだろうと思ってます。岩国のほうは、ちょっと新聞で見たところによると、もとの

独立行政法人国立病院機構岩国医療センターですか、あの跡を拠点にするということが決

定したようですし、廿日市も何か駅前にも拠点をつくるというようなことが載っておりま

した。確かにあれを見たら、非常に、全国の市町村の取りかかりといいますか、そういう

のがほんの数パーセントしかないということで、再度、厚生労働省のほうから早く拠点を、

障害者のための拠点をつくってあげなさいと、決めなさいというようなことがありました。 
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  障害者とは何かなと思って、障害者基本法を、定義を見させてもらったら、身体障害、

知的障害、精神障害、あと岩国なんかは高齢者の障害というような言葉も使っておったと

思うんです。いろいろな形があるんですが、やっぱり障害者は大切にしなきゃいけないん

だと、へんぴなところというよりも、本当に便利のいいところにつくってあげなきゃいけ

ないんだというようなものが、最近やっといろんな自治体関係、国のほうも積極的にそう

いうことをされ始めたんかなと思っておるんです。 

  今回は松ケ原の小学校跡に決められたということでございますんで、それはそれで進ん

でいただければいいと思うんですが、もしそれをプロポーザル方式かなんかでやられると

思うんですけど、場所的に悪いというようなことがあれば、もう少し考えていただいて、

シルバーさんの別にあれいうわけじゃないんですが、シルバーさんは皆さん健常者ですか

ら、働いて賃金を受け取られる方ですから。それが今、小方の公民館の跡地の１階の非常

にいい場所を占められるわけですから。で、健常者じゃない障害者の方が松ケ原地区とい

うところを、場所を選んだと。私はこれ逆だろうとは思っておるんですが、もう決められ

たようですから仕方がありません。何を言っても。もしそういう条件がついたならば、も

う少しいい場所をぜひ検討していただきたいと思うんですが。とりあえず、これまでのス

ケジュールが書いてありましたけど、今の公害センターの跡地を解体してあの跡にすると

か、あの場所は面積的に狭いのかどうかわかりませんけど、そういう考え方がおありにな

るのかどうなのか。その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○金子福祉課長 今委員がおっしゃいました拠点と、私どもが先日御説明させていただきま

した地域生活拠点とは若干意味合いが違っていると思っております。黒磯のほうにつくら

れる拠点は、今委員おっしゃいましたように障害者も、それから高齢者も含めましての総

合的な包括的な拠点だと、私は認識しております。 

  大竹市が今から計画しております、御説明させていただきました松ケ原の拠点の意味は、

現在、大竹市には御存じのように、特に知的障害者の方が御利用できる設備がございませ

ん。その中で、この先どうしていくんだろうかというときに地域で住みたい、グループホ

ームが欲しい、一時的な利用もしたいという大きな御希望があった中で、また国からもそ

ういう拠点の整備をしなさいということが重なりまして、ぜひとも大竹市につくりたいな

という思いがあったときに、ある社会福祉法人で、かつ大竹市のほうで非常に信頼のおけ

るヘルパーさんとか相談事業者とか利用者の方が利用されているところから、松ケ原地区

で自分たちのしている活動をもう少し広げたいという御要望をいただいたことによるもの

でもございます。松ケ原地区がじゃあ、今委員おっしゃいましたへんぴなところというこ

とかどうかというのは、いろいろな観点があるんだと思うんですけれども、私どもは拠点

をつくるときに松ケ原に限らず市街地区を数カ所、５～６カ所は回らせていただきまして、

できたら市ができるだけ持ち出しが少なく、建物が活用できる、かつできるだけ広い土地

はないだろうかと当たらせていただきました。その中で、御要望があったこともあり、松

ケ原地区に関しましては、地元の大変な御理解もあったということ、かつ大竹市の国道か

ら上がりまして10分もすれば十分に行き着くことができますし、そういう意味で、いろん



（30.３.16） 

－61－ 

な観点からあそこを候補地として上げさせていただいたものでございます。決して市街地

域が利便性がいいからとか、松ケ原地域がちょっと時間がかかるとか、その１点に限って

決めさせていただいたものではございませんし、総合的に今から、住まい、活動、いろん

な面を考えたときに松ケ原が適地ではないかと考えさせていただきました。 

  以上でございます。 

○和田委員長 大井委員。 

○大井委員 じゃあ私のほうが少し勘違いしとったのかもわかりません。 

  ただ、松ケ原に、私が議員になったときに有志で議会報告みたいなことをしたことがあ

るんですけど、そのときに、交通、バスの便が非常に少ないんだと、バスの便が。だから

それを何かふやしてほしい、それが難しいんだったらスクールバスを利用させてほしいと

かというような声があったもんですから、相当、何時間も待たなきゃいけないんだなと私

は思っとったもんですから。公共交通も含めて、その辺も御配慮いただけたらと思ってま

す。御回答はいいですけど、この辺もよろしくお願いしたいと思います。 

  以上で終わります。 

○和田委員長 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○和田委員長 以上で１回目の質疑を終結いたします。 

  ２回目の質疑を行います。 

  藤井委員。 

○藤井委員 先ほどは私の個人的な考え方に市長の御答弁をいただきまして、まことにあり

がとうございます。 

  少し私が話し方がまずかったのかなと思って反省しております。私は余りにも大きな予

算がかかって怖いなという思いで、個人的な意見を述べたわけでございます。それで、先

に大竹駅をバリアフリー化しておいて、この予算の苦しい時期にそんな大きなお金かけて

一遍にやらんでもいいんじゃないですかと、そういう意味合いを込めて私は言うたんでご

ざいます。そして、大竹駅の周りの、交通の利便性を先に高めて、皆さんの動きをよくし

ておいてからでもいいんではないかと。予算に少しゆとりができれば、東口に対して、歩

道橋ですか、自由通路か、これを余裕ができたらやっていただけたらなと、そういう意味

合いで申し上げたんでございますんで、よろしくお願い申し上げます。回答要りません。 

○和田委員長 他にございませんか。 

  山崎委員。 

○山崎委員 財政推計と将来負担比率などの、健全化判断比率資料ありがとうございます。

勉強させていただきました。 

  それで健全化判断比率でありますが、実質公債費比率が平成29年度決算見込みで16.6％

と16％を上回りました。将来負担比率は平成29年度決算見込みで180.9％と200％を下回り

ました。平成30年度の予算見込みでは、実質公債費比率が、対前年対比で0.2％下がり、

将来負担比率が4.4％下がりました。一層安定した数値になるのかなと思うわけでありま

すが、確か起債の協議というのがあったのが、この制度がなくなったのかどうかというこ
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とを一つ伺いたいんですが。そのときに、確か16以上が起債の事前協議が要るとかいうよ

うな話があったと思うんですが、これがなくなったのかどうか。なおかつ将来負担比率が

200以下でないと起債協議の基準があるとかいうようなことがあったと思うんですが、こ

れはもうなくなったのか、いやまだ存在しとるのか、そこのことが一つ伺いたいのと、そ

れから、実質公債費比率が平成28年度決算から平成29年度見込みで、また平成30年度の見

込みで上がっています。この上がってくる原因というのがありましたらお伺いいたします。

以上、２点よろしくお願いします。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○建石企画財政課課長補佐兼財政係長 財政係長の建石です。 

  まず、起債の調査の協議性についてです。実質公債費比率が以前は16％未満であるとい

うことがありましたけど、変更後は18％未満という形になっております。将来負担比率は

以前が200％以下というのがありましたけれども、変更後は350％未満という形になってお

ります。 

  あと、上がる理由です。確かにおっしゃられますように平成29年度で上がるという形に

なっております。これが、実質公債費比率というのが３年間の平均という形でとっており

ます。平成29年度の実質公債費比率ということになると、平成27、28、29年度の３年間の

平均ということになります。平成28年度のということになると平成26、27、28年度の３年

間の平均ということになるんですけれども、平成26年度の単年度の数値が低かった、平成

29年度の単年度の数値が高いというのがあります。３年間の平均をとるときに低いのが抜

けて高いのが加わったという形でちょっと上がってるんですけれども、じゃあなぜ平成

29年度、単年度が高いのだということになるんですけれども、実質公債費比率を出すとき

に分母が標準財政規模、市税収入とか普通交付税とか、その自治体の一般財源の総額とい

うのが分母になるんですけれども、平成29年度、12月でしたか地方交付税とか減額の補正

予算というのを提出いたしました。普通交付税、少なかったというのがありますので、ち

ょっと平成29年度、分母のほうが低いとどうしても比率高くなりますので、そういった関

係で、ちょっと平成28年度と比べると上がったというのが実情としてあります。 

  以上です。 

○和田委員長 山崎委員。 

○山崎委員 ありがとうございます。 

  それで、その前の６ページに表、折れ線グラフで出していただているものを見ます。実

質公債費比率の推移と将来負担比率の推移ということなんですけれども。この状況でいく

と16％を７年ぶりに上回るのかなという気がするんですが、これから平成30年年度、平成

31年度年と全体的な流れとして、この動き、実質公債費比率の動きとしてはどういうふう

に推移していくと想像されてますか。上がっていくんでしょうか。16％前後をずっと維持

できるんでしょうか。その辺のところの見通しについてちょっと教えてください。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○建石企画財政課課長補佐兼財政係長 先の比率の推計まではなかなか難しいので、本当に

見通しということで答えさせてください。 
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  実質公債費比率と将来負担比率との関連性がありまして、実質公債費比率が高いとその

分将来負担比率、その分借金返すということになりますので下がるということになります。

実質公債費比率が低いとその分返さないということになりますので、将来負担比率がなか

なか下がらないというんで、密接な関係があります。 

  今回、委員から資料要求ありましたので推計のほうを出しております。これまで地方債

の残高というのは減少し続けておりますし、折れ線グラフ見ていただきますように将来負

担比率というのも依然として高い比率ではありますけれども、下がる方向で推移しており

ます。平成30年度も可燃ごみの関係で起債額というのが大きくなります。今後も大型事業

というのが予定されておりますので、地方債残高、短いスパンでいうと増加するというこ

とがあると思っております。どうしても短いスパンでいうと地方債残高がふえるというこ

とはあろうかと思います。それに伴って、将来負担比率も思ったように下がらない。実質

公債費比率もちょっと上がるというのがあろうかとは思っております。ですけれども、長

い期間で捉えると、中長期で捉えると、起債の量というのはコントロールしていきたいと

思っておりますし、実質公債費比率も、３年間の平均なんで乱高下するということはない

と思ってますし、起債を借り入れると据置期間というのもあるんで、すぐにぽんと数字が

上がるかとそういうこともないと思っておりますので、急激に下がるということはないと

思ってるんですけれども、急激に悪化するということも、それはないのではないかな。ち

ょっと見通しぐらいの感じで捉えていただければと思うんですけどそう考えています。 

  以上です。 

○和田委員長 山崎委員。 

○山崎委員 ありがとうございます。財政推計もいただいております。財政推計よりもその

下の財政指標の見込みというのがありまして、これ見てちょっと不安を感じたんでありま

すが。今回、財政推計の作成に当たってはこの裏面に留意されたこと、あるいはこういう

ことを加味して推計を出しましたということを入れていただいておりますので非常に参考

になりました。特に可燃ごみの問題、大竹駅、大竹市庁舎の耐震問題も入っておりまして

非常に苦労されてつくっていただいたんだなということをひしひしと感じております。 

  それで、１ページの下段の財政指標の見込みでは、地方債の現在高が大型事業の関係だ

と思うんでありますが、増加していきます。これでいきますと、平成35年度、大竹駅がで

きるころには230億円近い金になるんだろうと思うんですが。それから財政力指数もずっ

と経年とともに下がっていって0.8という、80％ぐらいまで下がっていく。それから積立

金現在高、一番下の段ですが、これも18億円ぐらいまで下がっていくということで、ちょ

っと不安があるんですけれども、これどうでしょうか、これから大型公共事業が続いてい

く中で、大丈夫やと、まあ何とか切り抜いていけるよという判断なのだろうとは思うんで

すが。私がこれ素人でひょっと見たときに、これ大丈夫かいねとなる、全ての数値が皆悪

い方向に行くよねということでちょっと心配をしたんですが、財政の担当者として大丈夫

だということをちょっと言っていただけると安心して、信頼して、前に進めると思うんで

ありますが。そうはいってもこれ推計ですから、この数字が全てだと思って言っとるわけ

じゃないんですが、全体として、流れとしてちょっとあんまりまずいかなという気がした
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もんですから、その辺のところを財政担当として大丈夫なんだというお話を一つしてくだ

さい。よろしくお願いします。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○建石企画財政課課長補佐兼財政係長 ありがとうございます。推計なんですけど、先ほど

市民税務課のほうもありましたけども、推計ですので前提によって大きく変わってくると

いうのがあります。今後の市税収入の見込みというんで、新たな投資がないという前提で

推計つくっておりますので、それでちょっと税収がどんどん下がっていくという前提での

推計ではあります。あと、まだ大竹駅周辺整備事業総額幾ら係るかというのが確定したも

のではないんですけれども。可燃ごみも単独で整備することに比べれば大幅に減額して、

その分起債残高というのも押さえている効率的なやり方をできていると思っております。

今後も大型事業、特定財源、交付金等があるものはそれもしっかり確保できるようにして、

できるだけ負担が少ないようにしていきたいですし、地方債もどうしても長い時期を、多

額の事業については地方債というのはもちろん活用しますが、できるだけ交付税が活用で

きるものをうまく選んでいきたいとは思っております。市税収入がどんどん落ちていくと

いう前提での推計ですので、ちょっとつくっといてこう言うのもなんですけど、こういっ

た形になってしまってるんですけども、この三角の部分ができるだけ少なくなるように、

実際には基金の取り崩しをしなくても済むようにというのは気を使いながら、財政運営に

ついては取り組んでいきたいと考えています。 

  以上です。 

○和田委員長 山崎委員。 

○山崎委員 ありがとうございました。期待しておりますので、よろしくお願いいたします。

最後に委員長、先ほど一括のところで私、ちょんぼで入れましたところ、あれを削除して

もらいたいんですが、よろしくお願いいたします。 

○和田委員長 他にございませんか。 

  大井委員。 

○大井委員 私もこの資料、13ページつくっていただきました。実はこれも見たかったんで

すけど、同規模程度、財政調整基金と減債基金ですよね要するに。これが大竹、竹原が

15億円ぐらいで、あと、大竹市より小規模な安芸高田市、江田島市というのが35億円とか

67億円とかという。ちょっとこれ時々私、インターネットでそういうことを見るときがあ

ったんで、もう少し、山崎委員ともダブりの形になりますけど、これちょっと心配したと

こではあります。 

  それと今回、私がお願いしたのが、実際になかったもんですから、資料要求しても出て

こなかったんですけど、当然、今の財政のほうは見ていただいたと思うんですが、岩国市

が10年間ずつの計画、10年間を５年間の計画とあと５年間は見通しと。また去年の12月で

すか、また平成30年度から平成39年度までの10年間のものをつくっておられます。それは

平成34年までのこれは計画です、財政計画。平成35年度からは見通しと。過去においては

計画について実績がどうなったかという。これを見たとき非常に驚いたんです。この数字

ほんま確かかいなと思ったのが、２～３年前、私、岩国の財政のほうにちょっと聞いたと
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きに、岩国は私悪いと思っとったもんですから、財政が。失礼な話、電話をしてしまった

んですが、お宅も財政大変ですよねと言ったら、いやうちはいいんですよと言われたから、

将来負担比率も大変でしょうと言ったら、いやいやもう100％切っておりますと言われま

して。去年12月につくられたものがインターネットにちゃんと載っております。そしたら、

平成19年度ぐらいだと思うんですが、平成19年度ぐらいから11年間ぐらいのを見ましたら、

将来負担比率が219％が、平成29年度では11％になっとるんです。200％以上下がっておる

んです。約10年で。異常な下がり方だなと思ったんです。それから実質公債費比率も

19.8％ぐらいだったんです。それが今、8.幾らで、10％以上落ちてるんです、この10年ぐ

らいで。私これ時間がなかったからちょっと何でこんなに下がったんだろうかなと思って。

あわせてこの調整基金とか減債基金も含めて聞いてみようと思っておったんですが、かな

り詳しくは書いてあったんですが、異常な健全化といいますか、すばらしい数字がありま

して、こういう数字ならいろんなものができるなと。野球のグラウンドをつくろうが、駅

をつくろうが、これだけの財政がよくなったんならつくれるだろうがなと思ってみたんで

す。 

  ぜひ大竹市においても、岩国市さんの見ていただいたと思うんですが、ああいうものは

なかなか難しいもんなんでしょうか。岩国市さんがつくっておられるんで、大竹市もでき

ると思うんですが。平成30年からの計画、それから35年からは見通しという形で10年計画

を上げておられますけど、あくまでも推計ですけど、その計画に基づいて実績がこうだと。

だから、平成25年ぐらいから平成29年間の５年間ぐらいは計画よりもよくなってるんです。

この５年間ぐらいの数値が。すばらしい数字になっとるんです。だからこういうものをぜ

ひ、忙しいでしょうが、時間があいたときにつくっていただきたい。なぜそれが私必要か

といいますと、市長さんがよく言われるのが30年、50年を見据えたまちづくりと言われる

んですが、当然、まちづくりのためにはいろんなものも財源が必要になるわけです。小方

公共事業も必要でしょうし、市民の生活に関連するようなものも必要でしょうし、そうい

う中で30年、50年を見据えたときに、まず財政がどうなってるかと、あるいはどういう見

込みなのかというのが、２～３年とか４～５年ぐらいではなかなかわかりにくいんで、や

はり10年ぐらいの見通しを、岩国並みにぜひ立てていただきたいと思うんですが、こうい

うものは実際つくるのが難しいもんなんでしょうか。あるいはつくってもらえるもんなん

でしょうか。その辺済みません、お聞かせいただきたいと思います。 

○和田委員長 はい、課長。 

○三原企画財政課長 今先ほど財政推計というお話がありました、資料要求でしているもの

です。ここから５年先のことを推計するに当たっても、固定資産税は新規の投資は見込ま

ないんですよとか、そういった形でしかお出しできないというのが実際です。岩国と同じ

ものができるかと、技術的に可能かといえばそれは可能だと思いますが、私たちは今やっ

ている財政推計、これで実は十分だと思っております。というのが、岩国市の計画と実際

見比べたらよくなってるよと今おっしゃいましたけど、財政推計、多分委員さんずっと持

っておられると思います。これまでずっと出してるんで。前の分見てもらったらまたわか

ると思うんですけど、決算が出たときの数値って、絶対この数字よりいいはずなんです。
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というのがやっぱり償却資産が上がってたりするということがありますからいい。なんで

計画というか、これよりいい数字が多分上がってくるだろう。そういった中で、過程を置

きながらつくるものをずんずん伸ばしていっても余りにもこう確度が悪いと思ってますの

で、この程度にとどめたいというふうに今思っております。 

○和田委員長 大井委員。 

○大井委員 行政というのはやっぱりものをつくれば当然古くなりますし、新しいものもつ

くらなきゃいけませんし、まちの魅力として。なかなか行政の運営というのは非常に難し

いことだとはよくわかります。でもそれはあくまでも財源、財政の見通しというものが基

本にないと余りその見通しを立てずに物事を行うというのはどうなのかなと、私は危惧し

ておりますので、５年で大丈夫だと言われればそうなのかなという気もいたします。 

  あともう１点、済みません、これお聞きしたいんですけど。 

  土地造成のところで聞いてもいいんですけど、大願寺の、今の学校の上のほうに確かに

土地があったような気がするんですが。これ特別会計で聞いた方がいいんですよね。 

  わかりました。済みません、以上で終わります。はい結構です。 

○和田委員長 他に質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○和田委員長 ２回目の質疑を終結いたします。 

  ３回目の質疑を行います。 

  ３回目の質疑。 

  はい、どうぞ。 

○細川副議長 どなたもいらっしゃらないようなので、ちょっとお尋ねいたします。 

  今、財政推計について複数の委員の皆様から問い合わせが、議論がございましたので、

余り突っ込むのもとは思いますが、私もいつも財政推計を何年も見せていただいておりま

すが、見たときにはすごく落ち込んでます。本当にこれで大丈夫なのかと。決算が出たと

きには何とか乗り切ったという感じではあるんですけれども、ちょっと今後の傾向という

か、ことで、企業の市税ですね、歳入のことで市税のあたりで少し教えていただければと

思うんですけれども。 

  企業の経営状況というんですか、財務省か何かが毎年、四半期ごとに調査か何かして出

しているようではございますが、恐らく産業振興課あたりはつかんでらっしゃるんじゃな

いかと思いますが、数字というよりも傾向で結構ですので、教えていただければと思いま

す。その中で、明るい希望として、ここ数年間、個人市民税ですかもふえておりまして、

割と中間層あたりもふえてるというあたりでとても明るい希望を持ってるんですけど、山

崎委員が資料請求をされてるのをちょっと使わせていただいて本当申しわけないんですけ

ども、要保護、準要保護の数字が出ておりまして、これも若干最近減る傾向にあるような

受けとめ方もしておりますが、とはいえまだこんなに大勢いる。子育て世代の方の収入を

どうやったら、ふやしたらいいんだろうかと、あたりで何か施策があれば教えていただき

たいということです。特に、決算のときにパートの従業員の皆さんとか、あとそういった

少し上がったんじゃないかといった傾向を教えていただいたんですけれども、女性の正職
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員がなかなかふえていかないことにはやはりこの要保護、準要保護からは脱却していくと

いうのが難しいのではないかと思いますので、若い世代の収入増のために何ができるのか

あたりで紹介いただければうれいしいかなと思います。お願いします。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○高津産業振興課長併任農業委員会事務局長 産業振興課、高津です。 

  財務省、中国財務局が法人企業景気予測調査というのを出しておるんですけども、最新

の、この１月３期のものが３月12日に発表されておりますが、これ広島県の景況でござい

ます。これについては３期ぶりにちょっと下降ということになっているようでございます。

ただ、これ以降は下降の幅が縮小するというふうな状況でございます。直近のことであれ

なんですけども、若干そういう状況であるようでございます。 

○和田委員長 細川委員。 

○細川副議長 もうちょっといい返事が出てくるかと思ったんですけど、残念です。といっ

ても県全体の数字とは思いますので、この３月のベースアップとか見ても上がっている企

業もあるみたいで、いい傾向も出てると思いますので、それらの状況が働く世代の人たち

の所得アップにもつながればと思うんですけれども。何か特にそのあたりで、正規職員を

どうやったらふやせるかみたいなことを話をしていく機会というのは、この大手の企業と

か、女性が多く働く小売業もたくさんございますが、そういうところで、何ですか意見交

換とかそういった機会はありますでしょうか。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○高津産業振興課長併任農業委員会事務局長 企業さんとの意見交換というのを毎年やって

おります。もちろん全企業ではございませんけども、大企業、それから中堅企業等との話

し合いとかいうのを意見交換しております。 

  それから済みません、先ほどの景況感の関係でちょっと追加というか修正なんですけど

も、先ほど全体的には下降という、直近の話なんですけども、というのが出てるんですけ

ど、大企業についてはちょっと上昇。ただ、中堅企業についてマイナスということで、差

し引き若干下降という状況でございます。 

○和田委員長 細川委員。 

○細川副議長 ありがとうございます。意見交換の機会を捉えて少しでも正規職員がふえる

ようにというか、これだけ大勢のパート従業員を抱えている市役所が企業に言うのもいか

がなものかというところあるかもしれませんが、そこは置いておいて、景気のよいところ

にはそれなりの努力をしていただけるようにお願いすることはできるかと思いますので、

機会を捉えてお願いしていただきたいなと思います。ちょっとこれは収入をふやすところ

で少しお尋ねしましたが、実はもう少し具体的なお話を聞きたいところがありますので、

あえてお尋ねいたします。 

  市長の提案理由の説明の中で、今後の財政運営に触れられた部分がございました。そこ

のところで、将来予想される財政負担に備えて、中長期的な視点でまちづくりに取り組む

ことができる財政運営を目指したと、そういう予算づくりをしたといった市長の御提案で

ございました。これ思い違いで考えてたらいけないので、一応確認したいと思います。こ
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の将来予想される財政負担のあたりでございますが、財政推計の中で幾つか大型の投資的

経費の紹介がございました。今のところ議会のほうに御紹介いただいているのは、可燃ご

みの広域処理事業、大竹駅駅周辺整備事業、本庁舎の耐震改修、大竹会館改修事業あたり

ではございますが、このあたりはもうわかっている、将来予想される部分でございますが、

それ以外に何かあって、こういう提案のされ方をしたのかどうか。それに備えて取り組む

ことができる財政運営ということで、先ほど財政のほうから将来に向けての財政運営では

地方債の残高が一時的にはふえることがあっても、またその後は財政規律をしっかりして

下げていきたいというようなニュアンスのお言葉でございましたが、そこら辺が将来の財

政運営のメーンになるのかどうかあたりを教えてください。 

○和田委員長 はい、課長。 

○三原企画財政課長 大まかには言われるとおりでございます。短期的にはふえるときもあ

るんですが、抑えていきながら持続可能な財政運営をしていきたいということです。 

  具体的にということでした。基金の積み立てでございます。１つは再編交付金のことで

す。再編交付金が平成34年度までということがあります。その中で基金を運用しながら毎

年約１億5,000万円、これを崩しながらいろいろなソフト事業を行っております。これは

もう必要な事業と考えておりますので、これができるだけ長くできるようにということで、

昨年度あたりから意識的に積みますということをしております。今年度も予算の概要の

29ページに再編交付金積立事業ということで４事業ほどあげております。あたたかあたた

基金、にこにここども基金、健やか安心基金、教育環境充実基金ということで、ここに相

当の額を積むということが１点。 

  もう１点は、地方創生事業基金というのを最近よく耳にされるんではないかと思います。

補正のたびにここに積みますということをしております。将来的に今言われましたように

大きな事業が想定されておりますので、そういったところに備えて地方創生事業基金とい

うものを積んでおります。このあたりを上手に使いながら、トータルの市債の額、これを

ふやさないようにしながら財政運営をしていきたいと考えております。 

○和田委員長 細川委員。 

○細川副議長 ありがとうございます。地方創生事業基金についてのほうは私ちょっとあん

まりよくわかんないんですけど、再編交付金に関しては以前より、これが終わった途端に

必要なソフト事業はできませんということにならないようにしっかりと備えていていただ

きたいというのは以前からお願いしておりましたので、非常にありがたいとは思いますが、

永遠に続くという保証はどこにもございませんので、これが終わったときにソフト事業が

できるような、足腰の強い大竹市の財政にしておいていただきたいなと思いますが、財政

規律に関してはもう少し突っ込んだ話をいただけるかと思ったんですけども、全体的には

市債残高を抑えていくといった考え方でいくのかなと。実は、いつもこの家庭のやりくり

と一緒なんですけども、もうこれ以上大型の買い物はしないぞと、心に強く強く決めてい

ても、必ず何かまた出てくるんですよね。買わなきゃいけないものとか、壊れたものとか

出てきて、想定外のものをやらなきゃいけないというのはよくあることでございまして、

市の財政運営においてもそういうこともあるのかなと、今古くなってる建物とか道路とか
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いっぱいありますので、あの辺に関してもう本当に厳しく、今後、考えていく、起債残高

を見ながら厳しく考えていくといった方針を貫くということでしょうか。 

○和田委員長 はい、どうぞ。 

○三原企画財政課長 短期的にということで一つ申し上げたいものがあるのが、後期基本計

画です。こちらの計画の中に、単年度収支の平均の黒字化という目標値を掲げております。

それともう一つが臨時財政対策債を除く全会計の借入金残高を平成31年度に310億円にす

るというのを掲げておりますので、短期的にはここを目指していくということになります。 

  長期的にも、今言われたとおりそこを目指しながら落としていくということなんですが、

起債というのは、ものを建てたときに借りるんですけど、大体、耐用年数を返済の期間と

いうふうにしてますので、全く言われるとおり、借金がなくなればまたつくりかえなきゃ

いけないということは起きてきます。ただそのときに、何年もたっておりますので、今の

大竹市に必要な、将来の大竹市に必要なサイズであるとか、機能であるとか、やり方であ

るとか、こういったところをしっかり検討して、全く同じものをつくりかえるのではなく

て、有効なもの、効果的なもの、そして交付税のバックがある起債とか、そういったもの

を使いながら将来的に運営がしやすいような形にしていきたいと考えております。 

○和田委員長 細川委員。 

○細川副議長 ありがとうございます。このたびの予算特別委員会を通しても、多分、ほか

の委員の皆様ももっとここに予算をとか、もっとここに人件費をとか、そういった思いは

いっぱいお持ちだったと思いますが、出てきたのはその中のほんの一部で、随分皆様こら

えて、本当に必要なことしかおっしゃってないとは思います。ただ、今後やっていくとき

に厳しい中ではあっても個別のことでは市民の皆様から、いやそれはできるだろうとか、

ここはやってほしいとかいうのは出てくると思いますが、そこは市民の皆様も大竹市の財

布を自分の財布として考えていけるような取り組みをぜひお願いしたいと思います。 

  以上で終わります。 

○和田委員長 他に質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○和田委員長 ないようでございますので、以上で一般会計に関する総括質疑を終結いたし

ます。 

  それでは、本日はこの辺で閉会したいと思います。 

  次は、３月19日月曜日、10時から。よろしくお願いします。 

 

16時44分 閉会 

 

 


